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建 設 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２１年３月１１日（水）午前１０時　　　　開会

　　　　　　　　　　　　　午後　４時４４分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 山本靖一  副委員長 野原　修  委　　員 木村勝彦

委　　員 南野直司  委　　員 原田　平 

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正

都市整備部長　中谷久夫 同部次長兼建築住宅課長　長野俊郎

都市整備部参事　小山和重 都市計画課長　新留清志 同課参事　長江雅彦

建築指導課長　大田博和 まちづくり支援課長　土井正治　　同課参事　浅田直廣

　　建築住宅課参事　林　弘一

土木下水道部長　粟屋保英 同部次長　宮川茂行

同部参事兼公園みどり課長　野畑一雄　　同部参事兼道路課長　藤井義己

同部参事交通対策課長　大砂　渉　　道路課参事　堀　和夫 同課参事　山本博毅

交通対策課参事　早川　茂 下水道業務課長　石川裕司 同課参事　芳浦定行

下水道整備課長　渡辺勝彦 同課参事　西村克己 下水道管理課長　山口　繁

同課参事　渡場修一 同課参事　川上昭人

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局書記　湯原正治

１．審査案件（審査順）

議案第　１号　平成２１年度摂津市一般会計予算所管分

議案第１０号　平成２０年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

議案第　６号　平成２１年度摂津市公共下水道事業特別会計予算

議案第１４号　平成２０年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

議案第　２号　平成２１年度摂津市水道事業会計予算

議案第１１号　平成２０年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号）
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（午前１０時　開会）

○山本靖一委員長　おはようございます。

　ただいまから建設常任委員会を開会し

ます。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　本日は、年度末、何かとお忙しいとこ

ろ、建設常任委員会をお持ちいただきま

して、大変ご苦労さまでございます。

　本日は、平成２１年度の一般会計予算

所管分外５件についてご審査をいただく

わけでございますが、何とぞ慎重審査の

上、ご可決賜りますよう、よろしくお願

いいたします。

　一たん退席いたしますが、どうぞよろ

しくお願いいたします。

○山本靖一委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、野原委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　異議なしと認め、そ

のように決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時１分　休憩）

（午前１０時２分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　議案第１号所管分及び議案第１０号所

管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　粟屋土木下水道部長。

○粟屋土木下水道部長　おはようござい

ます。

　それでは、議案第１号、平成２１年度

摂津市一般会計予算のうち、土木下水道

部にかかわる部分につきまして、目を追っ

て主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジをお開き願います。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目３、衛生使用料では、３２ペー

ジ、節３、クリーンセンター使用料は、

（仮称）吹田貨物ターミナル駅の建設工

事用車両がクリーンセンター敷地内を通

行することに伴い、独立行政法人鉄道建

設・運輸施設整備支援機構から使用料を

徴収するほか、関西電力の電柱と支線の

占用料でございます。

　目４、農林水産業使用料では、節１、

水路使用料は法定外水路占用料でござい

ます。

　目５、土木使用料では、節１、道路使

用料は道路占用料でございます。

　節３、公園使用料は関西電力の電柱な

どの公園占用料でございます。

　節４、駐車場使用料は、自動車及び自

転車駐車場の使用料と駐車場用地使用料

でございます。

　３４ページ、項２、手数料、目１、総

務手数料では、節１、総務手数料のうち

下から２行目の諸証明手数料は、道路幅

員証明手数料でございます。

　目２、衛生手数料では、節５、し尿処

理手数料は、し尿処理及び浄化槽汚泥の

処分に係る手数料でございます。

　３６ページ、目３、農林水産業手数料

では、節２、明示手数料は水路敷地境界

明示手数料でございます。

　節３、筆界確認手数料は水路敷地筆界

確認書手数料でございます。

　目４、土木手数料では、節１、明示手

数料のうち、上から１行目の道路敷地境

界等明示手数料と下から１行目の自転車、

自動車駐車場明示手数料でございます。

　４０ページ、款１４、国庫支出金、項
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２、国庫補助金、目２、土木費国庫補助

金では、節２、地籍調査費補助金は都市

再生地籍調査（官民先行型）委託補助金

でございます。

　４８ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費府補助金では、

節１、都市計画費補助金のうち、下から

１行目の府自然環境保全条例事務取扱交

付金は、事務処理に関する経費交付金で

ございます。

　節２、地籍調査費補助金は、都市再生

地籍調査（官民先行型）委託補助金でご

ざいます。

　５０ページ、項３、委託金、目３、土

木費委託金では、節１、土木管理費委託

金は、河川環境整備工事委託金と鶴野橋

外ポンプ管理委託金と自転車等移動保管

業務委託金でございます。

　款１８、繰入金、項２、基金繰入金、

目５、緑化基金繰入金は、鶴野苗圃内の

花とみどりの相談所の老朽化した空調施

設更新のため、その購入代として摂津市

緑化基金から繰り入れるものでございま

す。

　６０ページ、款１９、諸収入、項４、

目２、雑入では、節１、雑収入のうち上

から１０行目の路上放棄車処理協力金と、

その下、自転車等移動保管料と自転車等

鉄屑処分金と、その下、踏荒し整地料で

ございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

２６ページをお開き願います。

　款４、衛生費、項２、清掃費、目１、

清掃総務費では、その主なものとしまし

て、１２８ページ、節７、賃金は、し尿

収集事務に係る下水道業務課の臨時職員

の賃金でございます。

　１３０ページ、目３、し尿収集費では、

その主なものとしまして、節７、賃金は

クリーンセンターの臨時職員の賃金でご

ざいます。

　節１１、需用費はクリーンセンターの

消耗品、光熱水費、修繕料等でございま

す。

　節１３、委託料は、し尿収集運搬委託

料のほか、クリーンセンターの諸施設に

係る委託料でございます。

　１３２ページ、節１９、負担金、補助

及び交付金は、正雀終末処理施設の維持

管理負担金及び整備負担金でございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、し

尿汲取り世帯数の減少に伴う、し尿収集

業者への補償金などでございます。

　１３６ページ、款５、農林水産業費、

項１、農業費、目４、農業水路費では、

農業水路の維持管理に係る経費で、その

主なものとしまして、節７、賃金は地元

農業関係者による水路しゅんせつ等に係

る賃金でございます。

　節１１、需用費は、農業用施設の光熱

水費と修繕料等でございます。

　節１３、委託料は、河原樋ポンプ場外

１件の管理業務委託料でございます。

　節１５、工事請負費は、農業水路に係

る雑工事と用水側溝改良工事でございま

す。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

水路整備事業等の実施に伴う融資資金の

償還金負担金及び神安土地改良区負担金

等でございます。

　１４０ページ、款７、土木費、項１、

土木管理費、目１、土木総務費では、そ

の主なものとしまして、１４２ページ、

節１３、委託料は、土木施設の維持に係

る作業業務委託料等でございます。

　節２８、繰出金は、公共下水道事業特

別会計への繰出金でございます。

　目２、交通対策費では、その主なもの

としまして、節１１、需用費は道路反射

鏡定期修繕事業費等でございます。
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　１４４ページ、節１３、委託料は、駐

車場管理委託料、放置自転車等移動委託

料、自転車利用者指導委託料及び公共施

設巡回バス運行管理業務委託料、並びに

バス停標識が見えやすくなるよう大型化

を図るため、公共施設巡回バス停留所設

置委託料等でございます。

　節１５、工事請負費は、道路反射鏡設

置工事と交差点改良工事でございます。

　節１８、備品購入費は、車両の買い替

えでございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

その主なものとしまして市内循環バス運

行補助金等でございます。

　１４６ページ、項２、道路橋りょう費、

目１、道路橋りょう総務費では、その主

なものとしまして、節１３、委託料は駅

前広場管理委託料、モノレール駅前広場

管理委託料、道路冠水警報設備設計委託

料と都市再生地籍調査業務委託料等でご

ざいます。

　目２、道路維持費では、その主なもの

としまして道路管理に係る維持管理経費

のほか、節１３、委託料の市内環境維持

業務委託料と雨水排水施設補修設計委託

料等でございます。

　節１５、工事請負費は、道路維持工事

事業費等でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

建築基準法に基づいて中心後退部分が発

生する狭隘道路の整備などの助成金でご

ざいます。

　目３、道路新設改良費では、その主な

ものとしまして、節１５、工事請負費は、

道路に係る雑工事でございます。

　目４、交通安全対策費では、その主な

ものとしまして、節１５、工事請負費は

千里丘南千里丘線歩道拡幅事業や歩道段

差切り下げなどの交通安全対策工事の事

業費でございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、市

道千里丘三島線と正雀駅前３路線の移転

補償費でございます。

　１４８ページ、項３、水路費、目１、

排水路費では、その主なものとしまして、

節１１、需用費は排水路施設の光熱水費

と修繕料等でございます。

　節１３、委託料は、排水路やポンプ場

等の維持管理に係る委託料でございます。

　節１５、工事請負費は、排水路に係る

雑工事でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

番田水門設置に伴い実施する内水対策事

業の建設負担金のほか、府営まちづくり

整備事業として大阪府が実施している番

田水路の樋門改修等の事業償還金負担金

でございます。

　１５０ページ、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、その主なもの

としまして、節１、報酬は緑化推進嘱託

員の報酬でございます。節７、賃金は緑

化推進員の賃金でございます。

　１５２ページ、目３、緑化推進費では、

その主なものとしまして、１５４ページ、

節１６、原材料費は、花いっぱい活動助

成を始め、市内花壇等の肥料、土、花の

苗、樹木等の購入費でございます。

　目４、公園管理費では、その主なもの

としまして、節１１、需用費は公園等の

光熱水費と修繕料等でございます。

　節１３、委託料は、公園等施設の機能

維持を図るための公園管理委託料と公園

等砂場消毒清掃委託料と、公園遊具点検

業務委託料並びに公園台帳作成委託料で

ございます。

　節１５、工事請負費は、平成２０年度

の点検結果に基づき、老朽化した公園遊

具の取替工事や管理施設等の取替、改修

工事などでございます。

　目５、都市公園事業費では、節１９、
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負担金、補助及び交付金は、安威川ふれ

あいづつみ事業に要した神安土地改良区

への償還金負担金でございます。

　１６４ページ、款８、項１、消防費、

目３、水防費では、その主なものとしま

して、１６６ページ、節１６、原材料費

は水防資材の購入費でございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金では、

その主なものとしまして、淀川右岸水防

事務組合に対する負担金と安威川ダムの

建設に係る水源地域対策特別措置法第１

２条に基づく負担金等でございます。

　続きまして、債務負担行為でございま

すが、８ページをお開き願います。

　第２表、債務負担行為のうち、土木下

水道部にかかわりますものは、上から１

段目、道路用地買収事業は、市道千里丘

三島線と正雀駅前３路線の道路買収事業

に伴う用地で、土地開発公社に買収をお

願いするものでございます。

　上から３段目、府営まちづくり水路整

備事業は、大阪府が事業主体となって実

施するもので、番田水路にある１２か所

の樋門について補修、改修、電動化を行

うとともに、水位計を設置するものでご

ざいます。工事期間は平成１９年度から

平成２２年度の４か年となっており、今

回の債務負担行為は、平成２１年度事業

予定分に係る本市負担分について、期間

及び限度額を定めるものでございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成２０

年度摂津市一般会計補正予算（第４号）

のうち、土木下水道部にかかわる部分に

つきまして、目を追って主なものについ

て補足説明をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、１９ペー

ジをお開き願います。

　款１７、項１、目１、寄附金では、節

１、寄附金のうち、緑化事業寄附金で１

件の寄附を受けたほか、下水道業務課の

一般寄附金は、大阪府下水道技術センター

の解散に伴い、残余財産から出捐金相当

の寄附を受けたものでございます。

　２０ページ、款１９、諸収入、項４、

目２、雑入では、節１、雑収入のうち、

下から３行目、路上放棄車処理協力金に

おいて、年度末見込みにより減額となる

ものでございます。

　続きまして、歳出につきましてご説明

申し上げます。

　４７ページ、款４、衛生費、項２、清

掃費、目１、清掃総務費、節１４、使用

料及び賃借料では、下水道業務課のテレ

ビ受信料が減額となるものでございます。

　目３、し尿処理費、節１１、需用費は、

クリーンセンターで使用する消耗品が年

度末見込みにより減額となるものでござ

います。

　節１３、委託料では、し尿及び浄化槽

汚泥の沈砂槽清掃委託料など、クリーン

センターの管理に係る委託料が確定した

ことにより減額となるものでございます。

　４７ページから４８ページ、節１９、

負担金、補助及び交付金は、正雀終末処

理施設に係る負担金で、維持管理負担金

については年度末見込みから、また、整

備負担金については負担金額が確定した

ことにより、それぞれ減額となるもので

ございます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、し

尿汲み取り世帯数の減少に対する業者へ

の補償で、前年度減少世帯数が確定した

ことにより減額となるものでございます。

　４９ページ、款５、農林水産業費、項

１、農業費、目４、農業水路費では、節

７、賃金は、農業用水路しゅんせつ賃金

の金額が確定したことにより減額となる

ものでございます。
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　節１１、需用費は、農業用施設の光熱

水費等の年度末見込みにより減額とする

ものでございます。

　節１５、工事請負費は、用水側溝改良

工事等の執行差金を減額とするものでご

ざいます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

農地転用時の決済金により神安土地改良

区が繰上償還したことに伴う地盤沈下対

策事業償還金負担金の減額ほか、神安土

地改良区負担金が確定したことにより減

額となるものでございます。

　５０ページから５１ページ、款７、土

木費、項１、土木管理費、目１、土木総

務費では、その主なものとしまして、節

２８、繰出金は、公共下水道事業特別会

計繰出金の年度末見込みにより減額とな

るものでございます。

　５２ページ、目２、交通対策費では、

その主なものとしまして、節１３、委託

料は自転車利用者指導委託料で、千里丘

駅西自転車駐車場の竣工に伴い、仮設駐

輪場を閉鎖したこと等により減額となる

ものでございます。

　節１５、工事請負費は、信号機設置等

に伴う交通安全対策工事が未執行となっ

たため、減額となるものでございます。

　５３ページ、項２、道路橋りょう費、

目１、道路橋りょう総務費では、その主

なものとしまして、節１３、委託料は、

都市再生地籍調査業務委託料、公衆用道

路敷地寄附申請測量委託料、現況平面図

等修正及び認定道路網図作成委託料など

の金額が確定したことにより減額となる

ものでございます。

　５４ページ、目２、道路維持費では、

節１３、委託料は、市内環境維持業務委

託料等の金額が確定したことにより減額

となるものでございます。

　節１５、工事請負費は、道路維持工事

の執行差金を減額するものでございます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

狭隘道路整備助成金の件数が確定したこ

とにより減額するものでございます。

　目３、道路新設改良費では、節１３、

委託料は、測量設計委託料の金額が確定

したことにより減額となるものでござい

ます。

　節１５、工事請負費は、道路新設改良

工事の執行差金を減額とするものでござ

います。

　目４、交通安全対策費では、節１３、

委託料は、測量委託料の金額が確定した

ことにより減額となるものでございます。

　節１５、工事請負費は、交通安全対策

工事の執行差金を減額するものでござい

ます。

　節２２、補償、補填及び賠償金は、移

転補償の交渉を進めておりましたが、成

立までに至らなかったため、全額を減額

するものでございます。

　５５ページ、項３、水路費、目１、排

水路費では、節１１、需用費は排水路ポ

ンプ場施設の燃料費、光熱水費等の年度

末見込みにより減額とするものでござい

ます。

　節１３、委託料は、残土等の受入処分

の減少及びポンプ場設備保守点検委託料

等の金額が確定したことにより減額とな

るものでございます。

　節１５、工事請負費は、排水路に係る

雑工事の執行差金を減額とするものでご

ざいます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

番田水路施設改修事業に係る借入金の利

率確定により負担金が減額となるもので

ございます。

　５６ページから５７ページ、項４、都

市計画費、目１、都市計画総務費では、

節２５、積立金は、寄附金を緑化基金に
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積み立てるものでございます。

　５８ページ、目３、緑化推進費では、

金額の変更はございませんが、緑化基金

利子が減額となったことにより、財源内

訳の変更を行うものでございます。

　目４、公園管理費では、その主なもの

としまして、節１３、委託料は、公園台

帳作成委託料及び公園遊具点検業務委託

料の執行差金を減額するものでございま

す。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

ちびっこ広場管理補助金の金額が確定し

たことにより減額となるものでございま

す。

　６２ページ、款８、項１、消防費、目

３、水防費では、その主なものとしまし

て、節１４、使用料及び賃借料は、近畿

財務局から借用しておりました味舌下水

防倉庫敷を平成２０年３月末日をもちま

して返還いたしたため、未執行額を減額

とするものでございます。

　節１６、原材料費は、水防資材の購入

に係る執行差金を減額するものでござい

ます。

　節１９、負担金、補助及び交付金は、

河川協会負担金及び淀川右岸水防事務組

合負担金の確定により減額となるもので

ございます。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○山本靖一委員長　中谷都市整備部長。

○中谷都市整備部長　おはようございま

す。

　それでは、議案第１号、平成２１年度

摂津市一般会計予算のうち、都市整備部

にかかわる部分につきまして、目を追っ

て主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジ、款１３、使用料及び手数料、項１、

使用料、目５、土木使用料、節２、公営

住宅使用料は、市営住宅使用料等でござ

います。

　次に、３６ページ、項２、手数料、目

４、土木手数料、節２、優良宅地等認定

手数料及び節３、都市計画手数料は、諸

証明手数料でございます。

　次に、４０ページ、款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目２、土木費国

庫補助金、節１、都市計画費補助金は、

耐震診断補助金と耐震改修補助金でござ

います。

　次に、４８ページ、款１５、府支出金、

項２、府補助金、目６、土木費府補助金、

節１、都市計画費補助金は、耐震診断補

助金のほか３件でございます。

　次に、５０ページ、項３、委託金、目

３、土木費委託金、節２、都市計画費委

託金は、建築基準法施行事務取扱委託金

のほか３件でございます。

　次に、６０ページ、款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入、節１、雑収入

は、上から４行目、都市計画図売却収入

から８行目の入居者負担金までの３件で

ございます。

　次に、歳出でございますが、１５０ペー

ジをお開き願います。

　款７、土木費、項４、都市計画費、目

１、都市計画総務費では、都市計画審議

会委員報酬及び事務執行経費でございま

す。

　節１３、委託料は、交通量調査委託料

でございます。これは、ＪＲ千里丘駅の

西口及び改札口周辺の交通量調査を実施

し、エレベーターの設置を検討していく

ものでございます。

　１５２ページ、節１８、備品購入費は、

庁用器具費と機械器具費でございます。

このうち、機械器具費は公用車両の入れ

替えを行うものであります。
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　次に、節１９、負担金、補助及び交付

金のうち、当部に関係いたすものは１行

目の耐震診断補助金のほか１件の補助金、

並びに３行目の大阪府都市計画協会負担

金のほか８件の負担金でございます。こ

のうち、電波障害対策施設のケーブルテ

レビ切替負担金は、平成２０年度に実施

したフォルテ摂津の電波障害対策施設の

ケーブルテレビ移管工事に係る平成２１

年度の負担金でございます。

　次に、節２７、公課費は、公用車入れ

替えに伴います自動車重量税でございま

す。

　目２、街路事業費、節８、報償費等は、

都市景観事業に伴う都市景観まちづくり

審議会並びに都市景観アドバイザー委員

会の報償金及び事務経費でございます。

　次に、節１２、役務費は、用地の鑑定

料でございます。

　次に、節１３、委託料は、土地分筆等

委託料でございます。

　次に、節１４、使用料及び賃借料は、

チューリップアート実施に伴いますバス

の借上料でございます。

　次に、節１７、公有財産購入費は、土

地購入費でございます。このうち用地の

鑑定料、土地分筆等委託料及び土地購入

費は、現在、大阪府によりまして進めら

れております千里丘ガード拡幅工事が完

成後、千里丘西口側の道路取りつけ部が

狭小となることから、ＪＲ西日本の用地

を一部買収し、安全な歩道と車道を確保

するものでございます。

　１５６ページ、項５、住宅費、目１、

住宅管理費では、住宅管理人報酬及び事

務執行経費でございます。

　１５８ページ、節１３、委託料は、住

宅管理に伴う緊急通報設備管理委託料等

と開発等委託料及び味舌用水路改修委託

料でございます。このうち開発等委託料

は、市営住宅の建替えにかかわります開

発申請手続などを委託するものでござい

ます。

　味舌用水路改修委託料は、市営住宅建

替え用地に隣接している味舌用水路を周

辺の道路整備に合わせて移設の工事を水

路管理者である神安土地改良区に委託す

るものでございます。

　次に、節１４、使用料及び賃借料は、

一津屋第１団地と第２団地に設置してお

ります自動通報装置のシステム借上料で

ございます。

　節１８、備品購入費は、機械器具費で

公用車両の入れ替えに伴うものでござい

ます。

　節２７、公課費は、公用車入れ替えに

伴います自動車重量税でございます。

　以上、予算内容の補足説明とさせてい

ただきます。

　続きまして、議案第１０号、平成２０

年度摂津市一般会計補正予算（第４号）

のうち、都市整備部にかかわる部分につ

きまして、目を追って主なものについて

補足説明をさせていただきます。

　歳入ですが、１６ページ、款１４、国

庫支出金、項２、国庫補助金、目２、土

木費国庫補助金、節１、都市計画費補助

金のうち、耐震改修補助金で事業確定に

より減額いたすものでございます。

　１７ページ、款１５、府支出金、項２、

府補助金、目６、土木費府補助金、節１、

都市計画費補助金は、耐震改修補助金で

事業確定により減額いたすものでござい

ます。

　１８ページ、項３、委託金、目３、土

木費委託金、節２、都市計画費委託金は、

建築基準法施行事務取扱委託金のほか２

件で、事業確定により増額または減額い

たすものでございます。

　歳出でございますが、５６ページ、款
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７、土木費、項４、都市計画費、目１、

都市計画総務費では、報酬、旅費、需用

費等は、事業にかかわる経費の執行差金

でございます。

　５７ページ、節１９、負担金、補助及

び交付金は、正雀駅耐震補強補助金のほ

か６件で、このうち正雀駅耐震補強補助

金は大阪府の事業者への補助決定金額が

減額されたため、本市におきましても同

額を減額いたしたものでございます。

　５７ページ、目２、街路事業費では、

報償費、需用費、役務費など都市景観事

業等にかかわる経費の執行差金でござい

ます。

　６０ページ、項５、住宅費、目１、住

宅管理費では、住宅管理に伴う経費にか

かわる執行差金及び市営住宅建替え事業

の実施計画業務委託料にかかわる落札差

金でございます。

　節２５、積立金は、市営住宅整備基金

積立金で市営住宅の整備及び管理を適正

に履行するため、財源の確保をいたすも

のでございます。

　最後に、８ページをお開き願います。

　第３表、繰越明許費につきましては、

正雀駅耐震補強補助事業におきましては

事業者が大阪府の暫定予算の影響で予算

の確定まで国費が補助申請できず、事業

の着手時期のおくれが生じたために年度

内の完成が困難となったためでございま

す。

　以上、補正予算内容の補足説明とさせ

ていただきます。

○山本靖一委員長　説明が終わり、質疑

に入ります。

　南野委員。

○南野直司委員　おはようございます。

　平成２１年度摂津市一般会計予算から

何点か質問をしたいと思います。

　まず、歳入に関しましてお聞きしたい

と思います。

　１番目に、予算書３３ページ、款１３、

使用料及び手数料、項１、使用料、目５、

土木使用料のうち公営住宅使用料７，０

６７万６，０００円についてでございま

す。このうち市営住宅使用料でございま

すが、本年度予算と比較しまして７５万

２，０００円の減額ということでござい

ます。この中身についてお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、２番目ですけども、同じく

３３ページの土木使用料のうち、駐車場

使用料１億２，９２８万７，０００円に

ついてでございますが、自動車及び自転

車駐車場の使用料と駐車場用地使用料の

中身についてお聞かせいただきたいです

が、できれば各駐車場、駐輪場別の使用

料など、これは１９年度の実績等々踏ま

えてお聞かせいただきたいと思います。

　それから、３番目でございます。４１

ページの款１４、国庫支出金、項２、国

庫補助金、目２、土木費国庫補助金のう

ち都市計画費補助金の耐震診断補助金及

び耐震改修補助金についてでございます。

この耐震改修補助金に関しまして２０年

度と金額が異なっていると認識するんで

すけども、耐震改修補助金の中身につい

てお聞かせいただきたいと思います。

　それから、４番目でございます。５１

ページの款１５、府支出金、項３、委託

金、目３、土木費委託金のうち自転車等

移動保管業務委託金、定額４８万６，０

００円の中身についてお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、５番目ですけども、５４ペー

ジの緑化基金繰入金１４万６，０００円

について、新年度新たに計上されておら

れますが、先ほども補足説明ありました

けども、中身についてお聞かせいただき

たいと思います。
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　それから、６番目でございます。６１

ページの建築確認申請者負担金１５０万

円についてでございますが、２０年度か

ら減額になっておりますが、景気などに

も反映するのかなと認識しておるんです

けども、この中身についてお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、次に予算概要から何点かお

聞かせいただきたいと思います。

　７番目でございます。予算概要の８０

ページ、放置自転車等対策事業、予算額

３，９３０万７，０００円についてでご

ざいますけども、新年度の４月からＪＲ

千里丘駅及び阪急正雀駅周辺における放

置自転車等の撤去を新たに毎月１回、土

曜日にも実施されるということでござい

ますけども、１点目に、放置自転車の移

動保管回数を年１２回にふやした、この

土曜日追加したという目的をお聞かせい

ただきたいと思います。

　それから２点目に、既にホームページ

にも掲載していただいておりますが、利

用者への指導、啓発をどのようにされる

のか、お聞かせいただきたいと思います。

　それから、８番目でございますけども、

同じく８０ページの違法駐車追放事業８

２７万４，０００円についてでございま

すけども、違法駐車及びめいわく駐車防

止のための指導啓発活動の内容について

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、９番目でございます。同じ

く８０ページの交通安全推進協議会補助

事業１１５万５，０００円についてでご

ざいますけども、２０年度は就学前児童

や小学生を対象に交通安全教室を開催し

ていただいていると認識いたしますが、

新年度はどのような取り組みを考えてお

られるのか、お聞かせいただきたいと思

います。

　次に、１０番目でございます。同じく

８０ページの道路反射鏡定期修繕事業、

予算額９５０万円についてでございます。

平成２０年度に実施した全数点検の結果

を踏まえて、平成２１年度から毎年計画

的に取り替える中身について、これは本

会議でも同じような答弁がありましたけ

ども、具体的な部分、もう一度お聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、１１番目でありますけども、

８２ページの公共施設巡回バス運行事業、

予算額１，３２５万６，０００円につい

てでございます。新たに愛称募集を行う

ということでございますが、どのように

募集されるのか。それから、例えば、そ

の愛称を募集して決定したら、そのバス

に書かれたりするのか。それから、ふれ

あいの里バス停の変更及び一部バス停の

看板を目立つものに変更されますが、中

身についてお聞かせいただきたいと思い

ます。

　それから、１２番目であります。同じ

く８２ページのバス利用促進等総合対策

補助事業２万円についてでございますけ

ども、バス利用促進に伴うＩＣカードシ

ステム導入補助金ということであります

が、これについて、ちょっと中身につい

てお聞かせいただきたいと思います。

　それから、１３番目、８２ページの道

路管理事業の中の道路冠水警報設備設計

委託料３６０万についてでございますけ

ども、市内４か所にある地下道の安全対

策として、局所的な集中豪雨の際の冠水

による人的事故を防止する観点から、冠

水警報設備の設置に向けた調査、設計を

行うということでございますけども、事

業内容についてお聞かせいただきたいの

と、また、市内４か所にある地下道はど

こか、お聞かせいただきたいと思います。

　それから、１４番目に同じく８２ペー

ジのモノレール駅前広場管理事業１，２
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１９万４，０００円についてでございま

すけども、これは事業の内容についてお

聞かせいただきたいと思います。

　それから、１５番目でございます。８

４ページの転落防止安全柵設置事業４７

５万円についてでございます。事業内容

について具体的にお聞きしたいのと、新

年度以降の予定など計画されておりまし

たら、お聞かせいただきたいと思います。

　それと、１６番目に同じく８４ページ

の狭隘道路整備事業２，０００万円につ

いてでございますが、事業の中身につい

て、本年度の実績等を踏まえていただい

て新年度に反映されたのかお聞きしたい

のと、どんな建築が対象になるのか、お

聞かせいただきたいと思います。

　それから、１７番目に同じく８４ペー

ジの駅前１号線外１路線雨水排水補修事

業３６０万円についてでございますけど

も、フォルテ摂津デッキ部分の駅前１号

線及び２号線における降雨時の漏水防止

に向けた調査を実施し、最良の改善策を

検討するということでございますけども、

この事業の中身についてお聞かせいただ

きたいと思います。

　それから、１８番目に８６ページの歩

道段差切り下げ及び視覚障害者誘導ブロッ

ク設置事業４７５万円についてでござい

ます。この事業の中身についてお聞きし

たいのと、また、対象になる道路につい

て、どのような基準なのかと、新年度以

降の計画などについてお聞かせいただき

たいと思います。

　それから、１９番目に同じく８６ペー

ジの千里丘南千里丘線歩道拡幅事業８，

０００万円についてでございますけども、

阪急摂津市駅への歩行者の動線確保のた

め、第一中学校横の千里丘南千里丘線歩

道の拡幅ということでございますけれど

も、事業の内容についてお聞かせ願いた

いと思います。

　それから、２０番目に９０ページの震

災対策推進事業４９６万１，０００円に

ついてでございますけども、先ほど補助

金等についてお聞きしたんですけども、

本年度の実績を踏まえて、新年度どのよ

うに取り組まれるのか、周知の徹底など

事業の内容についてお聞きしたいと思い

ます。

　それから、２１番目に９２ページの公

園遊具補修事業６４０万円についてと、

同じく公園遊具取替事業８０７万５，０

００円についてでございますけども、２

０年度に専門技術者による遊具の点検を

実施した結果をもとに、危険度の高い物

から優先して早急に取り替えを実施され

るということでございますけども、この

事業内容について具体的な部分、お聞か

せいただきたいと思います。

　それから、２２番目に同じく９２ペー

ジの電気機関車等公開事業３３万円につ

いてでございますけども、改めてこの事

業の中身についてお聞かせいただきたい

と思います。

　それから、２３番目に９６ページの市

営住宅建替え事業３，９４０万円につい

てでございますが、味舌用水路の改修の

作業内容についてお聞かせください。そ

れから、あわせて建設に必要な各種計画

書の作成や申請書等、中身についてお聞

かせいただきたいと思います。

　それから、２４番目ですけども、７４

ページの農業水路ポンプ場管理事業６１

２万５，０００円、計上していただいて

おります。それと農業水路整備事業１，

４２９万２，０００円の計上していただ

いておりますけども、この二つの事業の

中身についてお聞かせいただきたいと思

います。

　以上で、１回目を終わります。
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○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、私ど

もにかかわります、１点目の市営住宅の

使用料の件と、２３点目の３，９４０万

円の委託料についてご説明申し上げます。

２３点目の委託料につきましては、林参

事の方からご答弁させていただきます。

　３３ページの公営住宅使用料でござい

ますけども、公営住宅の使用料の中身に

つきましては、家賃が６，３８１万８，

０００円、駐車場が６８１万６，０００

円、合わせてまして７，０６３万４，０

００円となっております。この金額につ

きましては、予算の計上時期と２１年度

の家賃が確定する時期がずれております

ので、毎年、前々年度、だから１９年度

決算額で予算計上しております。したが

いまして、２０年度の予算は１８年度決

算の金額となっております。

　委員ご指摘のとおり、７５万２，００

０円の減額となっておりますけども、家

賃だけで見ますと、逆に８４万８，００

０円の減額、むしろ駐車場がふえており

ますので９万６，０００円ふえておりま

すので、２０年度よりは８４万８，００

０円の減額となっております。

　この減額の要因につきまして分析いた

しますと、一番大きな要因は、家賃が応

能応益家賃となっておりますので、入居

者の収入減や世帯分離による同居者の移

動による収入分位の変更に伴う家賃の減

額、低下というのが一番大きな要因でご

ざいました。

○山本靖一委員長　林参事。

○林建築住宅課参事　質疑番号２３番目、

市営住宅建替え事業３，９４０万円につ

きましては、味舌用水路改修委託料３，

１２０万円と開発等委託料８２０万円を

合わせたものであります。

　味舌用水路改修の作業内容につきまし

ては、市道三島２３号線沿いにある既存

味舌用水路を市営住宅建設に先立ち、旧

市民プール敷地内に断面８０センチ掛け

る８０センチメートルのボックスカルバー

トを延長約１７０メートルを一部つけか

えるものであり、用水路管理者である神

安土地改良区に施工委託するものであり

ます。

　また、建築に必要な中身につきまして

は、都市計画法に基づく開発申請や建築

確認申請、住宅性能評価申請、緑化計画

申請、建築物環境計画書及び省エネルギー

措置の届け出等の法手続がございますの

で、よろしくお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　早川参事。

○早川交通対策課参事　それでは、交通

対策課にかかわる分の答弁をさせていた

だきますが、１１番目、１２番目につき

ましては、大砂参事の方からご答弁させ

ていただきます。

　まず２番目、駐車場使用料につきまし

てですが、各施設ごとの駐車場の使用料

を１９年度決算と２１年度予算額につい

て答えさせていただきます。

　まず、自動車駐車場使用料につきまし

てですが、フォルテ摂津自動車駐車場使

用料、１９年度決算額ですが３，９７７

万９，８００円、２１年度額としまして

は３，７２６万２，０００円を予定して

おります。

　次に、モノレール駅駅前自動車駐車場

につきましてですが、トータル的には４

００万７万５，０００円を予定しており

ます。

　摂津駅でいきますと、１９年度決算額

１３０万１，４５０円、２１年度予算額

としまして１１６万９，０００円を予定

しております。

　次に、南摂津駅ですが、１９年度決算

額としまして２８１万１，０００円が入っ
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ております。２１年度予算額としまして

２９０万６，０００円を予定しておりま

す。

　次に、自転車駐車場使用料としまして、

千里丘駅東自転車駐車場、１９年度決算

額としまして、自転車が４１９万４，２

００円が入っております。原付としまし

て６４３万８５０円が収入で入っており

まして、合計としまして１，０６２万５，

０５０円が収入となっております。２１

年度予算額としまして、自転車としまし

て４０９万１，０００円を予定しており

ます。原付としまして６８０万６，００

０円を予定してまして、トータル的には

１，０８９万７，０００円を予定してお

ります。

　次に、フォルテ摂津自転車駐車場とし

まして、１９年度決算額、自転車としま

して４，１８９万１，５５０円が収入と

して入っております。次に２１年度予算

額としまして、自転車で３，９８６万８，

０００円の収入予定を見込んでおります。

　次に、モノレール駅前自転車駐車場と

しまして、摂津駅、１９年度決算額、自

転車が７２５万９，２５０円の収入となっ

ております。原付としまして１０９万２，

７５０円の収入となっておりまして、合

計としまして８３５万２，０００円の収

入となっております。２１年度予算額と

しまして、自転車６７１万２，０００円、

原付９７万円の収入予定を見込んでおり

ます。

　次に、南摂津駅、１９年度決算額、自

転車２，６５４万４，８５０円の収入で

あります。原付２８７万８，９００円の

収入でありまして、合計としまして２，

９４２万３，７５０円の収入がありまし

た。２１年度予算額としまして、自転車

が２，６５４万６，０００円、原付２９

４万５，０００円の収入を見込んでおり

まして、トータル的に２，９４９万１，

０００円の収入を見込んでおります。

　次に、駐車場用地使用料としまして１

万２，４００円の予算を見込んでおりま

すが、内訳としましては、千里丘駅西自

転車駐車場、ただいま（財）自転車駐車

場整備センターが管理しておりますが、

そこの関電柱の３本分としまして５，５

００円、正雀駅南第１自転車駐車場とし

まして関電柱１本４，５００円、モノレー

ル南摂津駅第３駐車場関電柱としまして

１本で２，３００円、以上で１万２，４

００円の収入を見込んでおります。

　次に、自転車等移動保管業務委託金、

定額４８万６，０００円の中身について

ですが、これにつきましては、府道上の

自転車を年間３８０台以上撤去すること

によりまして、この４８万６，０００円

の定額をいただいております。

　次に、７番目、放置自転車対策事業、

予算額３，９３０万７，０００円につい

てでございますが、新年度からＪＲ千里

丘駅及び阪急正雀駅周辺における放置自

転車の撤去を新たに毎月１回、土曜日実

施することについてでございますが、こ

れにつきましては、現在は平日の撤去を

行っておりまして、土・日の千里丘駅、

正雀駅の放置自転車が大変放置自転車の

数が多いということで苦情が寄せられて

おりまして、これに伴いまして、４月よ

り月１回、土曜日の撤去を試験的に実施

してまいりたいと考えております。

　利用者への指導啓発についてでござい

ますが、啓発につきましては、一応この

３月から土曜日に啓発活動をする予定に

してまして、平日については、撤去を、

平日、指導員が巡回しておりますので、

そのときに随時啓発する予定で考えてお

ります。

　次に、８番目でございますが、違法駐
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車追放事業８２７万４，０００円につい

てでございますが、活動内容なんですが、

平成２１年度としまして、延べ日数３５

３日、延べ人員６０４人を予定しており

ます。活動場所としまして、ＪＲ千里丘

駅東側が週２回、西側が週１回、時間帯

としまして、大体１０時から１８時３０

分を予定しております。阪急正雀駅地域

につきましては、週１回、時間帯にしま

して１０時から１８時３０分を予定して

おります。

　それと、迷惑駐車防止啓発活動をまた

行っておりまして、週２回の予定で鳥飼

地域が１０時から１４時、あわせまして、

１４時以降に安全・安心パトロール活動

としまして、青色パトロールを１４時か

ら１７時の予定で予定しております。

　次は、９番目でございますが、交通安

全推進協議会補助事業についてでござい

ますが、新年度の取り組みについてでご

ざいますが、小学生を対象に交通安全教

室を４月以降、大体６月までの間に小学

校３年を対象に自転車の教室を予定して

おります。また、幼稚園の年長児を対象

に、１１月から２月ぐらいまでを、横断

歩道の渡り方、信号の見方等について、

それについても教室の方を開いていく予

定で考えております。

○山本靖一委員長　大砂参事。

○大砂土木下水道部参事　それでは、１

１番目、公共施設巡回バスについてご答

弁申し上げます。

　愛称募集につきましては、まだ現在検

討中で未確定でございますけれども、現

在の検討しておる内容についてお答えを

させていただきます。

　市ホームページ等に掲載を予定してお

ります。応募用紙等、ホームページから

ダウンロードできるような形で現在考え

ております。応募につきましては、持参、

封書、メール、ファクス等で考えており

ます。応募資格につきましては、市内在

住、または市内在勤の方。

　それから、選定でございますけれども、

報酬等の費用をかけずに、選定委員、庁

内職員、または市政モニター等にお願い

するか、または応募件数の多いものから

選定するか、今後、検討してまいりたい

と思っております。

　それから、バスの愛称を書きますかと

いうことでございますけれども、マグネッ

トシート等で愛称を張りつけることを現

在考えております。

　それから、３点目、ふれあいの里バス

停の変更及びバス停柱の大型化でござい

ますけれども、ふれあいの里のバス停に

つきましては、現在、阪急バスの転回地

のところに設けております。ふれあいの

里を利用される方から、里の前に持って

これないかという要望がございまして、

一応４月１日から、ふれあいの里の施設

前にバス停を設置することで、現在、阪

急と調整を行っております。

　それから、バス停柱の大型化でござい

ますけれども、バス停の今回の愛称募集

にあわせまして、巡回バスの啓発のため

に、現在のバス停のうち公共施設内にあ

るバス停留所７か所の標識板の大型化を

図るということで進めております。

　念のため、道路上につきましては、歩

道がさほど広くございませんので、現在

の標識のままで行う予定でございます。

　それから、１２番目、バス利用促進総

合対策事業補助金でございますけれども、

内容といたしましては、スルッとＫＡＮ

ＳＡＩ交通系のＩＣカード「ピタパ」の

導入に係る補助でございます。

　今回の補助につきましては、京阪バス

が導入を計画されておりまして、平成１

９年から２２年度の４か年計画で、京阪
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バス全区域の導入を計画されております。

平成２１年度、現在、鳥飼の上を走って

おりますバス、これが寝屋川支所でござ

いますけれども、寝屋川支所が対象とな

ることから、今回補助をするものでござ

います。補助の割合につきましては、国

が５分の１、大阪府と沿線の自治体が１

０分の１で、摂津市域の走行キロ数等に

より補助額が決定されております。

　以上、よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀道路課参事　南野委員の道路課に関

する質問にお答えします。

　なお、質問番号の１８番、１９番につ

きましては、山本参事が回答させていた

だきますので、ご理解お願いいたします。

　まず、１０番目の道路反射鏡の定期修

繕事業、予算額９５０万円についてでご

ざいます。これは、本会議の方でも説明

していただいたと思いますが、平成１５

年から２０年にかけて、道路反射鏡が自

然に倒れたという件が８件発生しており

ます。１件が家の方に倒れたいうことで、

家屋被害を生じたと、管理瑕疵というこ

とで報告させていただいたのは記憶に新

しいことだと思います。

　この道路反射鏡の家屋被害の転倒事件

が起こったことから、平成２０年、私ど

もの方で道路反射鏡の総点検を行ってお

ります。その総点検の中で、結果、約１，

１００件の道路反射鏡のうち、もう１０

年以上経過し、耐用年数がもう過ぎたと

思われますのが約９００件ありました。

そこで、本年度から定期的に道路反射鏡

の転倒事故防止や安全確保のために、修

繕を実施していきたいと思っております。

２１年度につきましては、大体約６０件

ほどの定期修繕を予定しておりまして、

１面鏡もありますし２面鏡もありますし、

共架状態によって違うとこもありますの

で、大体１か所当たりの平均の金額を１

５万８，０００円としまして、６０基分

の９５０万円、それを予算計上しており

ます。

　次に、道路冠水警報設備設置委託料の

ご質問でございます。

　今回、委託料を計上しておりますのは、

３６０万円、それをご理解いただきたい

と思います。

　これにつきましては、市内の地下道の

実態や降雨時の排水状況を調査して、局

部的な豪雨時の浸水防止対策を検討して

いくというものでございまして、これは

新聞でも報道されておりますように、今

般、局地的な豪雨が発生しておりまして、

短時間に路面の低い地下道などが冠水す

る事件がよく起こっております。悪い場

合につきましては、車両内に運転手が閉

じ込められて水死に至ったというケース

も新聞で報道されておりました。

　本市の中にも、その危険箇所は何か所

あるかということなんですが、まず、私

ども、場所としましては、一応、坪井ガー

ド、竹ノ鼻ガード、山田川右岸の阪急京

都線下の高架の下のガード、それでもう

一つは正雀駅前の地下という、旧改札口

に通じる道路、その４点を、地下道が同

様の事故が発生して市民の皆さまの生命

にも危険が及ぶ場合があるのではないか

ということで考えております。

　こういう地下道につきまして、その安

全性を確保するために、また車両通行の

安全確保ができるように、最終的な目的

は人命事故を防止するためでございます

が、まず１つは排水処理の方法でござい

ます。それであとは、もう一つとしては

運転手にその危険を、水がたまっている

状況を知らせる警報装置の設備などにつ

いても検討してまいりたいと思っており

ます。３６０万という予算でございまし
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て、まず、竹ノ鼻、坪井のガードを人が

通ること、車が通るケースが多いので、

そこの安全対策について委託事業を行っ

ていきたいと考えております。

　次は、モノレール駅前広場事業の管理

事業の内容でございます。

　これにつきましては、大阪モノレール

の摂津駅、南摂津駅の駅前の２か所、駅

前広場を設けております。この費用は、

その管理及び物品の購入、それであとは

日常清掃とか定期清掃、それで植木の剪

定とかを行っているものでございます。

　なお、具体的に言いますと、摂津駅の

駅前広場では日常清掃、それで照明器具

の清掃、それで、ごみ等の処理の業務を

委託しております。南摂津の駅前広場で

は、日常清掃、定期清掃、これ年に３回

ほどやっております。それで雨水の配水

管の整備、それでバス停がありますんで

バス停の清掃、あとは照明器具、これは

同じようなことになるんですが。それと、

もう一つが中央環状線の西側の方に北行

き車線の方の駅の方にエレベーターがあ

りますので、その点検、補修を行ってお

ります。

　次が、１５番目の転落防止安全柵設置

事業でございます。

　この事業は、防護柵が設置していない

危険な箇所や、その道路付近の柵の新設、

また、あるいは老朽化している柵がござ

いまして、また、それと設置を相当期間

設置して、今の高さの基準とかに合致し

ないものがございますので、それの防護

柵の改良という形を考えております。２

１年度につきましては、境川の左岸、市

道千里丘東３４号線、具体的に場所を言

いますと、坪井橋から正雀一津屋線の間

の区間の約２００メートルのうちの一部

を改良していきたいと考えております。

　次に、狭隘道路整備事業でございます。

　狭隘道路整備事業でございますが、こ

れは２０年度から、本年度から実施した

補助金助成をしております。この対象と

しておりますのが、建築しようとする道

路の敷地に面する道路幅が４メートル未

満の道路に接しているということ。その

道路の管理が法定外道路とか市道がござ

いますが、それは市が管理していること。

そして、原則として、これが一番大きな

条件になってくると思いますが、道路と

側溝の敷地、それを市の方に原則寄附を

していただくということ。それに、あと

その整備に、後退に伴いました側溝、道

路の整備は個人さんでやっていただくと

いう形になっております。

　このような場合、今まで建築主さんの

方に負担が多かったものでございますの

で、今回からは一部でも市の方が助成を

して、負担を軽くして、狭隘道路の改善

進めたいということで制度化しておりま

す。今年度実績というものでございます

が、現在、申請を受け付けております件

数が５件でございます。来年度につきま

しても、今回５件ということでございま

すが、平常は２０件ぐらい申請があるだ

ろうと予想しておりまして、１件当たり

大体１００万円ぐらいの予算という形を

とってまして、合計２，０００万の予算

計上をしております。

　その次が、１７番目の駅前１号線ほか

１路線の排水設備補修事業でございます。

　先ほどご質問にございましたように、

ＪＲ千里丘駅前のフォルテの外周デッキ

を駅前１号線、２号線と呼んでおります

が、この排水設備を実施するために、排

水箇所の調査、補修方法などを検討、設

計委託するものでございます。

　この施設につきましては、平成１７年

度、漏水対策工事をやっております。し

かし、まだ依然として、今までも降雨時
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にちょっと大きい雨が降りましたら水が

漏水してくるという状況がまだ続いてお

ります。それで今回、排水設備の、建物

自身は、普通、私どもの方の道路課の考

えでいきますと、側溝というのは外側に

あるわけなんですが、これは屋内、施設

の中の屋根の中に入っているような構造

になっておりまして、現状ではどういう

状況で雨漏りの原因になってるかわから

ないということでございます。そういう

こともございましたんで、排水設備工事

をするためには、雨漏りの構造を全部ちょっ

と調査をいたしまして、その原因を究明

して、補修工事を検討していきたいと思

いまして委託するものでございます。

　以上で、１０番及び１３番から１７番

までの説明とさせていただきます。

○山本靖一委員長　山本参事。

○山本道路課参事　それでは、南野委員

の１８番目の歩道段差切り下げ及び視覚

障害者誘導ブロック設置事業の内容と対

象となる道路の基準、新年度の計画とい

うことなんですけれども、歩道段差切り

下げ工事につきましては、信号処理され

ている道路、横断歩道もしくは対側に歩

道等のある場合に、段差切り下げ標準２

センチと視覚障害者誘導ブロックの整備

をあわせて行っております。毎年、継続

的に事業は実施いたしておりまして、平

成２１年度につきましては、新在家鳥飼

上線の鳥飼上３丁目の交差点の予定をい

たしております。

　続きまして、１９番目、千里丘南千里

丘線、歩道拡幅事業８，０００万円の内

容でございますけれども、阪急摂津市駅

への歩行者の動線確保のため、第一中学

校横の千里丘南千里丘線の歩道の拡幅事

業を行うんですけれども、平成２０年度

に引き続きまして市立第一中学校側に約

１．５メートル程度、歩道を拡幅し、現

在の歩道、約１．５メートル程度の有効

幅員なんですけれども、有効幅員を３メー

トル程度に拡幅する事業でございます。

２１年度につきましては、第一中学校の

グラウンド南側、通用門側から北側、グ

ラウンド北側までの約１１０メートルの

区間の拡幅整備の予定でございます。

○山本靖一委員長　大田課長。

○大田建築指導課長　それでは、南野委

員の建築指導課にかかわります３番目、

６番目、２０番目についてご答弁させて

いただきます。

　まず、３番目の耐震改修補助金につき

ましては、平成２０年度は改修工事の１

件当たりの平均額を１４０万と予測し、

一般の申請件数を１０件、低所得者の申

請を１０件、合計２０件の予算を組ませ

ていただきました。きょう現在の２０年

度の実績は、件数が２件、また工事費は

平均２４０万円ほどとなっております。

よって、２１年度については、平均工事

費を２１０万と予測し、また件数は一般

５件、低所得者５件の合計１０件を予算

要求させていただいております。

　続きまして、６番目の建築確認申請者

負担金についてでございますが、確認申

請件数の推移ですが、市の受付件数ベー

スで１月から１２月までの年集計でいき

ますと、平成１８年度が約４５０件、平

成１９年度が約４１０件、平成２０年度

が約３５０件と減少しております。これ

は昨今の経済状況を反映したものと考え

られますが、大阪府と民間の検査機関か

ら納付していただく確認申請手数料の負

担金の合計は、受付時期のずれや申請建

築物の規模の違いから、前年と同額程度

を確保できていると思われます。

　ちなみに、平成１９年度は１５０万８，

０００円、平成２０年度は約１４５万と

なっており、平成２１年度予算につきま
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しても同程度の額を予算計上させていた

だいております。

　続きまして、２０番目の耐震対策推進

事業の実績ということでございますが、

耐震診断補助制度については、平成１９

年度より再スタートを切ったところであ

りますが、昨年度は１４件、今年度は、

きょう現在で１２件の受付をしておりま

す。予算的には、まだ未執行分がありま

すが、今年度はもはや時期がありません

ので、耐震補助制度のＰＲについては市

の広報紙の掲載、地域の防災演習や先日

３月１日に実施されました防火フェアな

どのパンフレットの配布、公民館で開催

されます防災関係の講座の際にチラシの

配布など、あらゆる機会を通じてさせて

いただいております。

　今後も、いろいろな機会をとらえてＰ

Ｒを行ってまいりたいと考えております

ので、よろしくご理解のほど賜りますよ

うお願いいたします。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　それでは、南

野委員の公園みどり課に係ります５番と

２１番と２２番についてご答弁させても

らいます。

　まず、５番目でございますが、緑化基

金の繰入金１４万６，０００円の中身に

ついてでございますけれども、先ほども

補足説明で説明させていただいたんです

けれど、その内容の詳細にいきますと、

平成６年の９月に放置自転車保管事務所

の移転に伴って設置したエアコンを公園

みどり課が譲り受けまして、購入後、大

体１４年が経過しており、かなり老朽化

しております。空調機能が著しく低下し

ている状態でございます。また、花とみ

どりの相談所に花いっぱい助成団体が多

く訪れられる状況の中で、使用頻度も多

く、空調施設の更新を行うものでござい

ます。購入に際しては、緑化基金が現在

１億２１１万４，３０４円ございます。

これから一応購入代金として１４万６，

０００円を取り崩すものでございます。

　それで、摂津市の緑化基金の内容につ

いて、ご説明申し上げます。

　摂津市の緑化基金は、昭和６０年度か

ら一応始めております。その中で、みど

り豊かな潤いのあるまちづくりを推進す

るために、この基金が設置されました。

　その内容につきましては、その前の目

的のために寄附金をもって積み立ててい

くと。その運用の中で、基金の運営に関

し不足が生じた場合には、基金の一部を

取り崩して、緑化推進に必要な財源に充

てることができるとなっております。そ

れの基金の施行規則の中で、この緑化基

金の目標額は、一応１億円とするという

形になっております。その関係から、今

回１億円を超えてる分について取り崩す

ものでございますけれど、一応この緑化

基金は、市の拠出金が全体額としまして

約６，９８９万６，０００円、これだけ

の分は出しております。個人等からいた

だいております寄附金としまして、約３，

７０７万８，５１４円でございます。

　過去に緑化基金を取り崩しましたのは、

平成１４年度に１，５００万、それと平

成１７年度に５００万、この２回取り崩

しております。

　続きまして、２１番目の公園遊具の補

修事業の６４０万円と公園遊具取替事業

の８０７万５，０００円についてご説明

申し上げます。

　平成２０年度に専門技術者による公園

遊具の点検を委託いたしました。そのと

きに、重要な部分に異常、または全体に

老朽化、至急に対応が必要なＤランクに

判定された遊具が５６基ございました。

この５６基につきましては、一応公園遊
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具の取り替えを行い、もう一点、部分的

に劣化し、磨耗があり、計画的に修繕を

要するＣランクに判定された遊具、この

遊具が２２２基ございました。この遊具

につきましては、要するに計画を持った

中で、一応補修していくということでご

ざいます。

　一応、２０年度に定期点検を行いまし

て、その２０年度の事業として、ふるさ

と公園ほか８か所の公園等で１０基の遊

具の取り替え工事を実施しています。残

りの部分につきましては、安全領域不足

の部分だけの遊具もございますが、それ

については一応そのままの状態で置いて

おきまして、一応、修繕とかでいけます

ので、それはそういう中でやっていきま

すけれど、要するに危険という分につき

ましては、もう現在、すべて撤去をいた

しております。

　平成２１年度遊具取替え工事は、その

Ｄランクに判定した遊具で、鳥山公園ほ

か４か所で、すべり台が５基、いちょう

公園ほか２か所で、ぶらんこが３基、り

んどう公園ほか１４か所で、前後にスイ

ングする遊具名のリンクミニを１５基設

置する費用として８０７万５，０００円

を計上しております。

　また、遊具の修繕につきましては、３

か年の修繕計画を立てまして、遊具での

事故を未然に防ぐため、安全確保に努め

てまいります。そのために、要するに今

回、従前でしたら補修事業として修繕費

が２１５万円でありましたが、平成２１

年度は６４０万円と、約３倍の費用をもっ

て、約６５基ぐらいの遊具を修理してま

いる予定でございます。

　次に、２２番の電気機関車の公開事業

でございます。

　これは、一応、新幹線公園ということ

で、この公園は国鉄の新幹線鳥飼基地及

び貨物ターミナルの北側に、昭和５８年

５月４日に当時の国鉄から廃車になった

ＥＦ１５型電気機関車を借りて展示を行

いました。当初、その時点では、まだ新

在家緑地としてオープンしておりました

けれど、昭和５９年２月ごろに市内の小

学生から新幹線車両も展示してほしいと

市長に手紙があり、また、国鉄に新幹線

車両の貸し出しの要望を行い、借り受け

となりました。この新幹線先頭車両が展

示されたことに伴って、名前を「新幹線

公園」という名前に変更してあります。

　新幹線車両、電気機関車はともに毎月

第２・第４日曜日の午前１０時から１２

時と２時から４時までの間を一応公開し

ております。その公開をしております、

その指導員の方の報酬費として、この３

３万円を計上しております。

　ちなみに、この新幹線公園はですね、

大阪ミュージアム構想の登録がございま

して、平成２１年１月２７日に、こうい

う形で登録書をいただいております。

　現在の公開に当たりましての見学者数

でございますけれど、平成１７年ぐらい

までは大体２，０００人台だったんです

けれど、１８年から３，０００人、それ

から１９年度では５，４００人ぐらいの

人が、かなりの方が来られてます。かな

り市の方にも問い合わせがございまして、

大体、週に１回ぐらいの問い合わせがご

ざいます。特にここは花見のころには、

要するに桜の花がきれいに咲いて、隠れ

た桜の名所ということになっておりまし

て、それの関係で、そのころにはかなり

大勢の方が見えてはります。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　南野委員の２４

番目の質問につきましてご答弁申し上げ

ます。

　予算概要７４ページ、農業水路ポンプ
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場管理事業６１２万５，０００円の中身

についてでございますが、まず、ポンプ

場管理賃金１８万９，０００円、これは

各農業用水路の取水ポンプ場の運転操作

に従事していただいている方にお支払い

する分でございます。

　次の光熱水費２００万円でございます

が、これは各農業用水路のポンプ及びゲー

ト等の光熱費でございます。ちなみに電

気代で使用する分は、河原樋ポンプ場ほ

か２３か所、水道代は河原樋ポンプ場で

使用いたします。

　続きまして、修繕料でございますが、

１２８万３，０００円を計上させていた

だいております。これは各農業用水路の

ポンプ及びゲートの修繕料でございます。

それと通信運搬費でございますが、これ

は河原樋ポンプ場の電話代でございます。

　続きまして、ポンプ場管理業務委託料

２６１万７，０００円でございますが、

これは河原樋ポンプ場と五久樋ポンプ場

を管理いただいている分で計上させてい

ただいております。

　続きまして、農業水路整備事業１，４

２９万２，０００円の中身でございます

が、消耗品といたしましてトナー等を購

入いたしますので、２万９，０００円を

計上させていただいております。それと

印刷製本費でございますが、これは工事

等の図面等の印刷で計上させていただい

ております。

　続きまして、農業水路整備事業ほかで

１１４万円を計上させていただいており

ますが、これは本工事、雑工事で各農業

用水路の整備、しゅんせつ及び改良等を

行ってまいるために計上させていただい

ております。

　続きまして、農業用水の側溝改良工事

でございますが、これは４２７万５，０

００円を計上させていただいております。

この内容でございますが、区画整理区域

内の不要な用水、Ｕ型側溝に歩行者等が

転落する危険がありますので、側溝等を

埋めて安全・安心な歩道等に改良するも

のでございます。

　続きまして、鳥飼八町水路改修工事負

担金４５７万９，０００円を計上させて

いただいております。本水路は、神安土

地改良区が管理しておりまして、鳥飼八

町水路はかなり老朽化が進んでおりまし

て、改修するものでございます。地元市

といたしましては、国が５０％、府が２

５％、神安が１２．５％、本市も１２．

５％を神安へ負担するものでございます。

　続きまして、鳥飼南水路鋼矢板護岸改

良工事負担金でございますが、これは１

０２万１，０００円を計上させていただ

いております。この水路は、神安が管理

しておりまして、鳥飼南水路の鋼矢板の

護岸がかなり老朽化が進んでおりまして、

改良するものでございます。この工事の

負担割合でございますが、国が３０％、

府が３０％、神安が１０％、本市が３０

％を負担するものでございます。

　続きまして、鳥飼水路安全柵設置工事

負担金３２１万円でございますが、この

水路も神安土地改良区が管理いたしてお

りまして、鳥飼水路の安全柵が現況８０

センチでございまして、撤去し、新たに

安全柵、高さ１．１メートルを設置する

ものでございます。これの負担金でござ

いますが、大阪府が５０％、本市が５０

％、神安へ負担するものでございます。

○山本靖一委員長　南野委員。

○南野直司委員　ご答弁ありがとうござ

います。

　それでは、２回目の質問と要望とさせ

ていただきたいと思いますんで、よろし

くお願いいたします。

　まず、１番目の公営住宅使用料のうち、
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市営住宅使用料についてでございますけ

ども、ご説明いただきましたように、中

身については理解をいたしました。

　それから、この際ちょっとお聞きして

おきたいんですけども、家賃の収納方法

について聞いておきたいんですけども、

今回、建築住宅課から入居者の方へとい

うことで通達も送っていただいておりま

す。これは北大阪農協さんの店舗の統合

によって、これは市営一津屋第１、第２

団地の方が、特にあそこに収納に行かれ

ると思うんですけども、通達も送ってい

ただいて近くの銀行等々書いていただい

て、やっていただいてるんですけどね。

市民の方の中には、ぜひ、できたら銀行

振り込みとか、郵便局、ゆうちょ振り込

みとか、例えば、コンビニ収納とかです

ね、したいというお声がすごくありまし

て、どうかなって思うんですけども、ちょっ

とその辺の、今いろいろ考えていただい

たり、取り組んでいただいていると思う

んですけども、その辺をちょっとお聞か

せいただきたいなと思います。

　それから、２番目の土木使用料のうち、

駐車場使用料についてでございますけど

も、各駐車場、駐輪場別の使用料につい

て、詳細な部分、細かくご説明いただき

まして、ありがとうございます。よくわ

かりました。

　それから、車で中央環状線を走ってお

りまして、モノレール南摂津駅前の第１

自動車駐車場等を見ておりましたら、結

構台数はとめれるんですけども、余り車

が最近とまってないのかなと思うんです

けども、近年、駐車されるこの推移とい

うか、もしそういうのを掌握しておられ

たら、その部分をお聞かせいただきたい

なと思います。

　それから、３番目の耐震診断補助金及

び耐震改修補助金についてでございます

けども、ご答弁いただきましてわかりま

した。ありがとうございます。

　それから、４番目の自転車等移動保管

業務委託金についてでございますけども、

この際、お聞きしておきたいんですけど

も、まず一つ目に、自転車の撤去台数と、

撤去されてから取りに来られる返却台数

について聞きたいと思います。それから

もう一つは、撤去されてから取りに来ら

れない自転車は、その後どうなるのかと、

行方ですけども、その点、お聞きしたい

と思います。

　それから、次に５番目の緑化基金繰入

金についてでございますけども、細かい

部分までご説明いただきまて、よくわか

りました。ありがとうございます。

　それから、６番目の建築確認申請者負

担金についてでございますけども、これ

もご説明いただきまして、わかりました。

ありがとうございます。

　それから、次の７番目の放置自転車等

対策事業についてでございますけども、

この際、お聞きしておきたいんですけど

も、駅ですね、ＪＲ千里丘、阪急正雀駅、

それからモノレールの摂津駅と南摂津駅

の各駅周辺道路における放置自転車に関

しまして、どこの駅前が特に、放置自転

車、千里丘の駅前もすごいと思うんです

けども、放置自転車に関して、放置自転

車の台数がどこが多いのか等々ですね、

掌握されておりましたらお聞かせいただ

きたいのと、苦情等あると思うんですけ

ども、どの駅が多いか、その辺もし掌握

されてたらお聞かせ願いたいと思います。

　それから、８番目の違法駐車追放事業

についてでございますけども、これもお

聞きしたいんですけども、特にですね、

地域の方から違法駐車及びめいわく駐車

の相談などがある道路に関しては、摂津

警察との連携で駐車禁止区間に指定でき
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ないかなと思うんです。道路交通法にお

ける駐車禁止区間にすればですね、啓発

よりも、もうその場で駐車禁止が切れる

ということで、啓発活動取り組んでいた

だいてるんですけども、なかなか結果が

出ないというところも聞いておりますし、

あると思うんですけども、近年、駐車違

反に対する摂津警察の考え方っていうか、

その辺をもしあれやったら教えていただ

きたいなと思います。

　それから、９番目の交通安全推進協議

会補助事業についてでございますけども、

ご説明いただきまして、わかりました。

引き続き、小学生、また就学前児童に対

して啓発活動をしていただくように、よ

ろしくお願いいたします。

　それともう一つは、道路交通法等々、

自転車のこともあるんですけども、いろ

いろ交通法改正されたり、やっておりま

す。広報とか、例えば、ホームページに

交通対策課は今ずっと載せていただいて

いるんですけども、引き続きわかりやす

い絵をつけていただいて、そういう改定

等々ありましたら、周知の徹底をしてい

ただきますように、よろしくお願いした

いと思います。

　それから、１０番目の道路反射鏡定期

修繕事業についてでございますけども、

ご説明いただきまして、よくわかりまし

た。引き続き、修繕するとこは取り替え

ていただいて、また新たに設置してほし

いという要望もあると思うんですけども、

また、できる限り設置していただくよう

に、よろしくお願いしたいと思います。

　それから、１１番目の公共施設巡回バ

ス運行事業についてでございますけども、

ご答弁いただきまして、わかりました。

この公共施設巡回バスについては、一定、

定着をしてきたのかなと思います。また、

名前とか愛称を募集していただいて、い

いなと思っております。

　しかし、市内循環バスの方が、ちょっ

と今回も１，０００万の予算を計上して

いただいておるんですけども、どうもやっ

ぱり私自身気になっておりまして、いま

だに市民の人から、市役所へ行くのに、

南別府町の方ですけども、バスが走って

ないというお声がありまして、いや、バ

ス走ってるんですよということで説明も

させていただいてるんですけども、なか

なかまだまだ末端の市民の方までに知ら

れてないのかな、これが現状なのかなと

思います。

　一般質問でもさせていただいたんです

けども、一つは、もう一回、できたら自

治会等々にですね、地域の方にご協力い

ただいて、もう一度宣伝をしていただき

たいなと思うのが一つと。あとは、バス

停のですね、これちょっと陸運局等々の

問題もあると思うんですけども、バス停

をもう少しわかりやすい看板を設置して

いただいて、もう少し危険じゃない場所

にできるんであれば、移していただきた

いところもありますので、再度、検討し

ていただくように、よろしくお願いした

いと思います。

　それからまた、新たな十三高槻線が開

通しましたら、正雀の駅前まで回ってい

ただけるということも言っていただいて

おりますんで、その辺も今後の視野に入

れていただいて、何とか皆さんに利用し

ていただいて利便性の向上を図っていた

だきますように、よろしくお願いをして

おきます。これは要望としておきます。

　それから、１２番目のバス利用促進等

総合対策補助事業についてでございます

けども、ご答弁いただきまして、よくわ

かりました。ありがとうございます。

　それから、１３番目の道路冠水警報設

備設計委託料についてでございますけど
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も、ご答弁いただきまして、わかりまし

た。

　それと、もう２点ほどお聞かせいただ

きたいんですけども、その４か所、摂津

市内の４か所のほかに、そういうところ

はないのかなと思います。それが１点と。

例えば、この設備設置されたらサイレン

が鳴るとか、赤色灯が回るとか、その点

教えていただきたいなと思います。

　それから、１４番目のモノレール駅前

広場管理事業についてでございます。ご

答弁いただきまして、わかりました。

　一つですね、モノレールの摂津駅のちょ

うど西日本高速道路の下あたり、これは

駅前広場からちょっとずれるんですけど

も、自転車駐輪場があるところの上が近

畿自動車道が通ってます。西日本高速道

路になると思うんですけども、ハトがあ

そこの下に入っちゃって、歩行者の方と

か自転車の方についてしまうということ

で、定期的に掃除はしていただいておる

と思うんですけども、その辺もう一度確

認していただいて、定期的に、黒い網が

張ってあるんですけど、その中にハトが

入ってしまってふんをしてしまうという

ことがありますので、できたら掃除回数

をふやしていただくとか、また確認して

いただきますように、よろしくお願いし

たいと思います。これは要望としておき

ます。

　それから、１５番目の転落防止安全柵

設置事業についてでございますけども、

これもご答弁いただきまして、よくわか

りました。さらに安全対策の推進をお願

いしまして、これは要望としておきます。

　それから、１６番目の狭隘道路整備事

業についてでございますけども、これも

建築の対象関係等々ご説明いただきまし

て、よくわかりました。ありがとうござ

います。

　それから、１７番目の駅前１号線外１

路線雨水排水補修事業についてでござい

ます。これもご答弁いただきまして、よ

くわかりました。ありがとうございます。

　それから、１８番目の歩道段差切り下

げ及び視覚障害者誘導ブロック設置事業

についてでございますが、ご答弁いただ

きまして、わかりました。市内の各道路

においても、今後またさらにバリアフリー

の観点から障害を持っておられる方にも

優しい道路にしていただきますよう、ま

た計画を練っていただいて、よろしくお

願いしたいと思います。要望としておき

ます。

　それから、１９番目の千里丘南千里丘

線歩道拡幅事業についてでございますけ

ども、これは、一中のグラウンド側がちょっ

と拡幅されて、坪井の踏み切りの方に伸

びていくということであります。

　それから、ちょうどグラウンドを過ぎ

たぐらいから、今度は南千里丘のまちづ

くりの方に入っていく道路がつくという、

Ｔ字になるのかと思うんですけども、例

えば、そこに信号機は要らないのかとか、

南千里丘まちづくりの中は、これ駅前等

再開発特別委員会になると思うんですけ

ども、その辺の安全対策っていう観点か

ら、その辺は検討されてるのかと思うん

ですけども、それが１点聞きたいのと。

あともう１点は、ちょっとこれも学校の

方になるんですけども、一中のグラウン

ドの砂対策っていうか、砂がどうしても

風に飛ばされて、道路やグラウンドの横

の家の方に飛んでいくということで聞い

ておりますけど、その辺ちょっと掌握し

てる部分ありましたら、教えていただき

たいなと思います。

　それから、２０番目の震災対策推進事

業についてでございますけども、ご答弁

いただきまして、事業内容についてわか

－�23�－



りました。

　もう何点か、あわせてお聞きしたいん

ですけども、１点目に、本市における現

時点での対象家屋は何軒あるのか。それ

から、２点目に耐震改修率のアップに向

けて積極的な取り組みが必要なのかなと

本当に思うんですけども、例えば、５６

年６月以前の家になってくるかなと思う

んですけども、その１軒１軒にダイレク

トメールを例えば送っていただいて、ちょっ

と意識を持っていただく等々のことはで

きないのかなと思うんですけども、その

辺をお聞かせいただきたいなと思います。

　それから、２１番目の公園遊具補修事

業と公園遊具取替事業についてでござい

ますけども、この間、ちびっこ広場の横

を歩いておりまして、市民の方から「遊

具が取っていかれた」ということであり

まして、いろいろ点検させていただいて、

危険な分は取り外しさせていただいて、

また自治会さん等々と協議して新たな遊

具をつけさせていただきますということ

でお答えさせていただいたんですけども、

遊具を取ったところのですね、例えば、

どこでもいいと思うんですけど、公園の

フェンスとかに、こういう事情で遊具を

外しましたと、遊びに来られる方が見て

わかるようなことはできないかなと思う

んですけども、その辺を聞かせていただ

きたいなと思います。

　それから、２２番目の電気機関車等公

開事業についてでございますけども、ご

答弁いただきまして、ありがとうござい

ます。私も何度か新幹線公園行きまして、

本当にボランティアの方も、いろいろ掃

除もしていただいておりますけども、ちょ

うど位置からしたら東側からの入り口に

なると思うんですけども、やっぱりあっ

ちの方が草が生い茂ってて、ちょっとこ

こは怖いなっていうことがありまして、

予算等々もかかりますし、茨木の方になっ

てくるかなと思うんですけども、例えば、

あそこをちょっと広げたりしてですね、

橋をかけるいうたらちょっと大変かもわ

からないですけども、向こうからこっち

中環側は車はとめれないんで、市役所と

か駐車場にとめていかれるのかなと思う

んですけども、あっち側に駐車場とか、

そういったことはできないかなと思うん

ですけども、その考えについて、お聞か

せいただきたいなと思います。

　それから、２３番目の市営住宅建替え

事業についてでございますけども、ご答

弁いただきまして、中身についてよくわ

かりました。今後、この工事等々、市営

住宅建替えの工事、始めていかれると思

うんですけども、やっぱりあそこはプー

ルに行かれる小さな子どもさん等々いらっ

しゃいますし、かなり歩行者の数も多い

と思いますんで、その辺を十分、安全対

策とっていただいて、よろしくお願いし

たいと思います。

　それから、最後の農業水路ポンプ場管

理事業と農業水路整備事業につきまして、

細かい部分ご説明いただきまして、あり

がとうございます。

　この際、１点だけお聞かせいただきた

いと思うんですけども、これも市民の方

から、多くの方からですね、いろいろお

話しをいただきまして、ああ、そうかな

と思うんですけどね、季節で水路の水位

というのは、いろいろふえたり下がった

りすると思うんですけども、一津屋の方

の味生水路になるのかなと思うんですけ

ど、魚がいっぱい上がってきて、水が多

いときはコイもおるし、フナもおるし、

釣りもされてる状況なんですけども、水

位が下がったらやっぱり魚っていうのは

死んじゃって、川に逃げる魚もいると思

うんですけども、何とかポンプで水を上
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げるなりして水位を保てないかなと思う

んですけども、その辺、聞かせていただ

きたいなと思います。

　以上で、２回目終わります。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５６分　休憩）

（午後　０時５９分　再開）

○山本靖一委員長　休憩前に引き続き、

再開します。

　答弁を求めます。

　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、１

３番目の道路冠水警報設備設計委託料の

３６０万円計画の中で、先ほど説明いた

しました４か所以外に、市内にほかの場

所はないのかというご質問ですが、市内

といたしましては、今現在、施工中でご

ざいます千里丘ガード、ここにつきまし

ては茨木土木の方で今回警報装置をつけ

られると、こういうふうに聞いておりま

す。あともう一点は、茨木土木事務所の

方で場所を計上されております部分とし

ましては、市道でもあるわけなんですけ

れども、中央環状線の下で和道区域のと

ころで、南別府鳥飼上線という道路がご

ざいまして、ここを大阪府の方で場所と

して計上されておりまして、今後どのよ

うにするかというのは本市と協議の上、

進めていきたいと、こう思います。

　あと、内容ですが、例えばサイレンが

鳴るのか、赤色灯をつけるのかというよ

うなお問いでございますが、この件につ

きましては、今回のこの設計委託の中で

ですね、例えば、進入禁止、冠水中警報

とかいうような電光掲示板を示すのか、

そういうような内容を検討したいと、こ

ういうふうに考えております。

　続きまして、１９番目の一中横の歩道

拡幅のことにつきまして、今回この南千

里丘のまちづくりでやられます新設道路

との交差点につきましては、南千里丘の

方でこたえていただきたいと思います。

　あと、一中のグラウンドの砂の対策で

ございますが、物理的に２１年度で考え

ております道路課で予定してます工事の

中で、現在フェンスがございまして、あ

と防球ネットがございまして、その間に

キョウチクトウがかなり茂っております。

このキョウチクトウが砂の対策にも一助

を担っていると、こういうふうに地元か

らも声が上がっておりまして、今回この

キョウチクトウを取ってしまいます。そ

のかわりといたしまして、防球ネットを

移設する関係で、下部３メートルの区間

におきましては、砂防といいますか、防

塵ネットをつけていく予定にしておりま

す。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、１点

目の３３ページの市営住宅使用料にかか

わります収納の方法についてでございま

すけども、家賃につきましては、本市が

作成しました納付書を管理人さんを通じ

まして入居者に配付いたしまして、それ

をもって入居者が金融機関の窓口でお支

払いいただいているということでござい

ます。

　自動振替につきましては、特に２月末

で北大阪農協が統合されまして、近隣に

一津屋団地などは特に味生支店がござい

ましたんですけども、それがなくなった

ということで、入居者からも私どももご

意見を承っております。

　現在、自動振替につきましては、市税

でありますとか、国保でありますとか、

介護等では行っておりますが、市営住宅

同様に学童保育料など、まだ納付書払い

のみのところもございます。自動振替に

つきましては、もう私ども十分、入居者

の利便を図る観点からも重要であるとは

－�25�－



認識しております。コンビニにつきまし

ては、まず全市的にやっておらないと承

知しておりますけども、これらも含めま

して、今後、納付書払いをしている他部

署も含め、市全体の課題であると考えて

おりますので、全庁的な議論が必要であ

ると認識しておりますので、ご理解賜り

ますよう、よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　南野委員の２

回目の質問で、公園みどり課に係ります、

まず２１番目の公園遊具の取り替えの関

係で、ちびっこ広場等で遊具を撤去して

まいりました。その折に、やっぱり地元

の自治会とは十分協議はさせてもらって

おります。その中で、撤去した後の遊具

については、どのような遊具がいいでしょ

うかということで、それも一応説明はさ

せてもらっておりますけれど、ただ、自

治会内でも自治会に入っておられない方

もおられますし、それと会長さんがおら

れましたら、まめに回覧等を回していた

だいてる方もおられますけれど、それも

ない場合につきましては、やっぱり理解

されてない方もおられます。その辺の関

係で、一応地元自治会とは十分協議をし

ながら、看板の設置については、つけて

いきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。

　それと、２２番目の新幹線公園の東側

のところに駐車場をつくる、そのために

橋をかけるという形のものなんですけど、

確かに新幹線公園の駐車場問題につきま

しては、よく電話の問い合わせの折にも、

駐車場はございませんかということで問

い合わせはございます。その折には、市

役所が近くにありますので、そちらにと

めていただいて、あとは歩いていただけ

ませんかということは伝えてあります。

　ただし、桜の咲くころになりますと、

やっぱりどうしても人がふえてまいりま

す。その辺の関係で、職員の駐車場です

ね、開放もさせていただいております。

その折には、交通整理員として、シルバー

さんですけれど、一応、人もつけさせて

もらっております。そういうような形で

一応対応はしておりますので、確かに、

橋をかけて駐車場をつくるということは

確かに貴重なご意見でございますけれど、

一応受けとめさせてもらった中で、現在

の財政状況を考えてまいりますと、ちょっ

と困難ではないかなということで考えて

おりますので、よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　大田課長。

○大田建築指導課長　それでは、南野委

員の２０番目、２回目の質問についてお

答えいたします。

　まず、１点目の本市における現時点で

の対象家屋は何軒あるかということでご

ざいますが、本市における木造戸建て住

宅の戸数は１万３，８８０戸でございま

す。そのうち耐震性を満たす住宅は７，

６４０戸で、差し引き耐震性を満たさな

い戸建て住宅は６，２４０戸でございま

す。

　２点目の耐震改修率のアップに向けて

積極的な取り組みが必要なのか、例えば、

ご質問の対象者へ向けたダイレクトメー

ルでの案内ができないかとの件でござい

ますが、一定の規模以上の特定建築物に

ついては、特定行政庁である大阪府にお

いて、法律に基づく指導助言を行うよう

準備を進めておられると聞いております。

　次に一般の戸建て住宅の所有者に対す

るアプローチでございますが、個々の市

内の物件を把握することは難しく、また、

固定資産税の課税データを利用すること

についても、情報の目的外使用の問題等

も含めて大変難しいかと考えております。

今後も、機会を見つけて広報活動を行っ
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ていきたいと考えておりますので、よろ

しくご理解のほどお願いします。

○山本靖一委員長　早川参事。

○早川交通対策課参事　南野委員の２回

目の交通対策課の分につきましてご答弁

させていただきます。

　２番目のモノレール南摂津駅第１自動

車駐車場について、近年の駐車場台数の

推移などについて、認識している範囲で

ということで問われてましたので、その

分ですが、１７年度６，５４８台、１８

年度が５，００７台、１９年度３，８２

８台と減少傾向になっておりまして、こ

の原因としましては、駅前に民間の駐車

場等、利用しやすいところの駐車場がで

きた分と近くに中古車販売会社があるん

ですが、そこの利用についてですが、そ

こが最近、インターネットの普及により

まして、インターネットオークションと

いうのを利用されてるようで、台数の方

の減になっているようであります。

　ただ、市としましても、１８年度に利

用料金の方を値下げしておりまして対応

を考えておるんですが、今後、また一応

検討してまいりたいと考えております。

　次に、自転車等移動保管業務委託金に

ついて、自転車の撤去台数と取りに来ら

れる返却台数、撤去されて取りに来られ

ない自転車のその後の行方についてとい

うことですが、１９年度の一応台数なん

ですが、自転車の方ですが、移動台数が

２，８４６台、返却台数が１，５４０台、

返却率が５４％となっておりまして、処

分台数が１，０７３台、原付移動台数が

２１２台、返却台数が１９６台、返却率

が９２％、処分台数が１３台となってお

ります。

　処分方法ですが、移動保管をした後、

市役所前に告示させていただきまして、

所有者調査ということで警察の盗難等を

調べまして、本人の方に返還通知、その

後処分告示、その後処分という形でさせ

ていただいておりまして、指名業者７社

で見積もり合わせをさせていただいて、

毎月、鉄くず処分という形でさせていた

だいております。一応処分については３

か月保管後にしております。

　７番目、放置自転車対策事業について

でございますが、どの駅前が特に放置自

転車の台数が多いかということでござい

ますが、平日の午前ぐらいまではほとん

どない状況でございますが、やはり平日

の夕方、土・日についてはまだ多い状況

が続いてまして、特にＪＲ千里丘、阪急

の正雀の方が多い状態となっておりまし

て、今回、一応土曜日させていただくと

いうふうにさせていただいております。

　８番目の違法駐車追放事業についてで

ございますが、現在、摂津警察署としま

して、駐車禁止の区域外を外していく方

向で、一応、警察の方の見解としては外

していくという見解をいただいておりま

す。それというのは、道路につきまして

は、基本的に、駐車したときに車の右側

に３．５メートル以上の余地がないと

「無余地駐車」ということで取り締まり

ができるため、随時そういう箇所につい

ては駐車禁止を外していると聞いており

ます。

　また、駐車禁止区域を設定するには、

その付近の地域の要望、諸条件が整うこ

とができれば駐車禁止の区域について、

設置について大阪府警本部の方に摂津市

を通じてなりで要望させていただきます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　南野委員の質問

番号２４番の２回目の質問についてお答

えいたします。

　一津屋地区の用水の水路は河原樋水路

より用水を供給いたしております。私も
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魚に関しては特に興味を持っておりまし

て、また一津屋に住んでおりまして、水

路で小魚を楽しそうに釣っている姿を何

回も見かけております。このままで水が

下流に流れないように願っているのはも

ちろんでございますが、ただ、大雨が降

りますと、下流部におきましてゲート等

をあけて水位を下げますので、年間を通

じて水位を保つことが難しいのが現実で

ございます。

　ただ、水路が担っております雨水排除

機能を軽減した後に新たに有意義な活動

に目を向けていくことも大切と思ってお

りますので、よろしくご理解のほどお願

いいたします。

○山本靖一委員長　小山参事。

○小山都市整備部参事　それでは、南野

委員の千里丘南千里丘線の安全対策につ

いてということでご質問ありました。

　千里丘南千里丘線の安全対策につきま

して、区画整理の認可時のときに、中学

校のグラウンドの北側に新たな交差点が

できるということで、摂津署あるいは府

警本部とかなりの回数、協議を重ねてま

いりました。その中では、現状の交差点

改良であれば当面は設置しない、そして、

安全対策については、千里丘南千里丘線

沿いに横断歩道を設置して、それで安全

対策を図るということで、協議を進めて

まいっております。近日中に大阪府警本

部の方へ行きまして、その結論をいただ

いて、今後、その方針に従って整備をし

ていく予定であります。今後、かなりの

交通量等が発生すれば、また信号の設置

も検討してまいるというようなことも府

警本部の方からはお聞きしております。

○山本靖一委員長　南野委員。

○南野直司委員　ご答弁ありがとうござ

います。

　それでは、１番目の公営住宅使用料の

うち、市営住宅使用料についてでござい

ます。

　家賃の収納方法についてご答弁いただ

いたんですけども、市民サービスの向上、

本当に就労支援という観点から、ぜひそ

ういうことを視野に入れていただいて、

早急にでも実施していただきますよう、

また検討よろしくお願いしたいと思いま

す。

　それから、２番目の駐車場使用料につ

いて、モノレール南摂津駅前の第１自動

車駐車場についてご答弁いただいたんで

すけども、私思うんですけどね、例えば、

新幹線公園に行くと。そういうのがある

のかとなったら、他市の人は、インター

ネットを持っておられる方やとホームペー

ジを見ると思うんですけども、公園みど

り課のホームページにも新幹線公園を載

せていただいてます。そこに駐車場を、

もしできるんであれば入れていただいて、

あそこにも駐車場ありますよと。大体、

車で来られるのが多いと思いますので、

そういう、アピールというか、そういう

のもちょっと視野に入れて、していただ

いたら台数もふえるでしょうし、向こう

は有料ですけども、そういう観点から、

もしできるんであれば、していただけた

らなと思いますんで、よろしくお願いし

たいと思います。

　それから、４番目の自転車等移動保管

業務委託金についてでございます。ご答

弁いただきまして、よくわかりました。

ありがとうございます。

　それから、７番目の放置自転車等対策

事業についてでございますけども、千里

丘駅と正雀駅が放置自転車が多いという

ご答弁いただきましたけども、今、取り

組んでおられます正雀駅の駅前に関しま

しては、歩道の拡幅整備に向けて用地取

得など取り組んでおられます。あそこの
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ちょうど用地取得の場所には、駐輪場も

ございますし、入り口になってますけど、

そんなに台数が減るとか影響はないかも

しれないんですけども、どこまであの奥

まで入れるのか、ちょっとわかりません

けども、そういうこともありますし、私

自身もこの間までちょっとわからなかっ

たんですけども、正雀川の上の駐輪場に

一時預かりのとこがあると。僕も知らな

かったんですが、下側ばっかりあると思っ

てて。そういう声かけをですね、これは

整備センターさんが管理されていると思

うんですけども、正雀川の上にもとめれ

ますよっていう声かけをしていただけれ

ば、ちょっと距離は離れますけども、そ

こまでとめに行かれる方もいらっしゃる

かなと思いますんで、そういうこともぜ

ひ、周知という観点から、していただけ

ればありがたいなと思いますんで、よろ

しくお願いしたいと思います。

　それから、８番目の違法駐車追放事業

についてでございます。ご答弁いただき

まして、わかりました。特に、地域の方

から駐車多いよという声がある所に関し

ましては、積極的に指導啓発の活動を実

施していただきますよう、よろしくお願

いします。要望としておきます。

　それから、１３番目の道路冠水警報設

備設計委託料についてでございます。ご

答弁いただきまして、わかりました。ほ

かにもあるということでありますけども、

随時一つ一つになると思いますけども、

設置していただきますように、よろしく

お願いしたいと思います。

　それから、１９番目の千里丘南千里丘

線歩道拡幅事業についてでございます。

グラウンドの砂の件と安全対策について

ご答弁いただきまして、わかりました。

砂に関しましては、この機会にネット等々

しっかり敷いていただいて、住宅の方に

行かないように、しっかりとしていただ

けたらなと思いますんで、よろしくお願

いいたします。

　Ｔ字の方は、信号は交通量等によって

は、設置も検討し、横断歩道を設置する

方向でということでございますので、警

察等々と協議した上でそういう形にもっ

ていくということでありますので、わか

りました。ありがとうございます。

　それから、２０番目の震災対策推進事

業についてでございますけども、南海・

東南海地震のような本当に大きな地震が

来て災害があった場合に、本当に市民の

方を守っていく観点からですね、またい

ろんな方法で周知をしていただいて、耐

震診断、耐震改修していただきますよう

に、よろしくお願いしておきます。要望

としておきます。

　それから、２１番目、公園遊具の補修

と取替えの件でございますけども、自治

会の方と協議しながら、また新たな遊具

を設置されるということでございますけ

ども、ぜひ子育て世代の方の意見をぜひ

取り入れていただいて、遊具の設置をお

願いします。それから、撤去されたとき

には、ぜひ看板等々設置していただいて、

そんなに高価な看板はいいと思うんです

けども、ぱっと見てわかるような所に書

いていただければいいと思うんで、それ

をよろしくお願いしたいと思います。

　それから、２２番目の新幹線公園につ

いてご答弁いただきましたけども、ぜひ

そういう観点も視野に入れていただいて、

あの東側を広くしていただいて、橋をつ

けるというのはちょっと予算も要るし大

変なことでありますけども、また検討し

ていただきますように、よろしくお願い

します。

　それから、最後の２４番目ですけども、

水路についてご答弁いただいたんですけ
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ども、水位を維持するというのは、非常

に厳しいことも承知しております。しか

し、そういった観点で、本当に地域に一

番近くにある水路でございますので、景

観の観点からも、そういった魚が泳いで

るとか、花いっぱい運動とかされている

水路もありますけども、そういう観点か

ら、どうかまた検討していただけますよ

うに、よろしくお願いいたします。

　以上で、終了いたします。

○山本靖一委員長　すべて要望というこ

とです。

　ほかにありましたら。

　原田委員。

○原田平委員　先ほどの南野委員のご質

問と少し重なる部分もありますが、少し

違ったところからもご質問させていただ

きたいというふうに思いますので、重な

る部分につきましては、ご容赦願いたい

と思います。

　それでは、住宅使用料につきまして、

先ほど７，０６３万４，０００円の内訳

を南野委員が聞かれまして、入居者の収

入減や、あるいは世帯分離等によって総

額が減ってきたということでありますが、

従来よりご質問申し上げておりますよう

に、滞納金がかなりあるということでご

ざいまして、その内訳を少しお聞きをい

たしたいと思います。

　確かに、８４万８，０００円が減額を

されておりますが、その２１年度の部分

でどれだけあるのか、お問いをいたした

いと思います。

　そして、新しく建てられます新築のこ

の市営住宅に太陽光発電装置の設置をと

いうことを協議会のときに申し上げてお

りましたが、その後の実施設計に入るに

当たりまして、どういうふうなお考えを

持っておられるのか、お尋ねをいたしま

す。

　それと、自動通報装置のシステム借上

料で６９万９，０００円が計上されてい

ますが、内訳についてお尋ねをいたしま

す。あわせて、修繕料の５４１万円の内

訳もお尋ねをいたします。

　道路課に移ります。

　都市再生地籍調査事務事業ということ

で、従前１，０００万円のこの事業費が

あったわけでありますが、ことしについ

ては事業費６００万、国が３００万、大

阪府が１５０万、市が１５０万というこ

とでありますが、減ってきている理由に

ついてお尋ねをいたしたいと思いますし、

ことしの、いわゆる実施はどのような状

況になるのか、お尋ねをいたします。

　道路冠水警報設備設計委託料をお尋ね

をしようと思っておりましたが、南野委

員が詳しくお尋ねになられましたので、

私は、やはりこういう警報をつけるとい

うことも大事でありますけれども、根本

の、いわゆる浸水が生じないという対策

をやっぱり講じるべきだというふうに思っ

ておりますし、特に２つのガード、坪井、

竹ノ鼻ガードにつきましては、常時やは

りペットボトルやとか空き缶等が散乱し

ておりまして、非常にそういう物が浸水

を、いわゆる呼び起こすということにな

りますので、そういった対策、あるいは

ポンプの強化等は必要だと思うんであり

ますが、そのことの方のご質問をいたし

たいと思います。警報装置のことは結構

でございます。

　これも従前上がっておりますが、公衆

用道路敷寄附申請測量委託料で１５０万

円でありますが、これは先ほどの狭隘道

路等の関係もあるんですが、これについ

てちょっと、少し今年度の事業見通しを

お尋ねをいたします。

　市道鳥飼西３８号線、スポーツ広場横

の街路樹のことについて再三お願いを申
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し上げまして、枯れた樹木に植え替えを

してほしいということで、何回かやって

いただいてるんですが、また枯れてしまっ

ているというような状況でありまして、

既にもう１０本余りまた枯れております

ので植えてほしいわけでありますが、根

本的に改善をしなきゃならないというふ

うに思うんでありますが、道路課として

どのような考えをお持ちなのか、お尋ね

をいたします。

　負担金のあり方について、特に国の方

で問題になっております財団、あるいは

法人等ですね、天下り先になっていると

いう状況は我々よく耳にするわけであり

ますが、本市の道路課にかかわる日本道

路協会、あるいは全国国土調査協会、近

畿ブロック国土調査推進連絡協議会等に

加盟をされて分担金を払っておられます

が、どういう状況で取り組まれて、どう

いうような状況を本市のかかわりがある

のか、お尋ねをいたしたいと思います。

　次に、国の緊急雇用対策事業について、

本会議でも我が党から代表質問の中で取

り上げましたが、実際にかかわってまい

ります２１年度事業の中において、いず

れ補正予算になるわけでありますが、我々

聞いておりますのは「クリーンアンドグ

リーン作戦」ということで、大阪府内を

やはり美しく、そして緑豊かな大阪のま

ちをつくっていこうという作戦であるよ

うに聞いております。本市について、そ

ういうことが起こってくるわけでありま

すが、どういうような体制をとられよう

としておられるか、お尋ねをいたします。

　交通安全対策費で移転補償費として３

億円であります。これについて、１億円

と２億円に分かれておりますが、とりわ

け莫大な費用をかけて予算をとっていた

だいたわけであります。ぜひともこの予

算の執行をされて実のあるものを願いた

いわけでありますが、これについての取

り組む姿勢についてお尋ねをいたしたい

と思います。

　それと、市道千里丘２３号線の道路拡

幅を確保するための用地買収費として上

がっておりますが、これについてお尋ね

をいたしたいと思います。内容について

お尋ねいたします。

　先ほど南野委員も聞かれましたが、農

業水路整備事業として用水側溝改良工事

として４２７万５，０００円が計上され

ていますが、これについての内容は先ほ

ど触れられなかったというように思いま

すので、ご説明をいただきたいと思いま

す。

　正雀終末処理施設整備負担金として３，

０５８万５，０００円があります。もう

既に廃止の方向、あるいはその先のこと

も考えての検討に入っておられるわけで

ありますが、この整備負担金は今後どの

ようになっていくのか、そして２１年度

これを執行されるんですけれども、どの

ような状況で進んでいくのか、お尋ねを

いたしたいと思います。

　土木維持作業業務委託料で４，８００

万円の予定でありますが、毎回決算ある

いは予算でお尋ねをいたしておりますが、

昨年の決算において、どれぐらいの業務

の状況であるかということをお尋ねをい

たしまして、そういう中で一つ、この業

務の内容から言えば、道路課が主管する

べきだというふうに見解を申し上げたん

ですが、その後の経過等についてお尋ね

をいたしたいと思います。

　続いて、しゅんせつ賃金１９５万円が

あります。これは我が党の代表質問の中

にも入れていただきまして、いわゆる農

業後継者の減少、あるいは地域の活動等

において非常に負担がかかっているとい

うようなお話をさせていただきまして、
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これについて代表質問の以後、あるいは

ことしの、このしゅんせつ賃金のあり方

について考えをお聞きをいたしたいと思

います。

　次に、安威川ダムの問題でありますが、

負担金として水特法の関係で負担金があ

るわけでありますが、この負担金が４０

０万円減額になってまいっております。

これについての説明をいただきたいと思

います。

　続きまして、千里丘ガード南交差点、

市道駅前１号線、あるいは千里丘三島線

の拡幅の見通しをお尋ねをいたしたいと

思います。

　続きまして、都市計画道路、市道新在

家鳥飼上線の整備について、どのような

計画をお持ちなのか、お尋ねいたします。

　続きまして、これは大阪府の業務であ

りますが、本市のまちづくりにも大きく

かかわりますので、お尋ねをいたしたい

と思います。府道十三高槻線の整備進捗

状況について、担当としてどのようにお

聞きになっておられるのか、お尋ねをい

たしたいと思います。

　南野委員もご質問されましたので、簡

単に。公共施設巡回バスの運行管理業務

委託でありますが、先ほどバス停の変更

等も考えておるということでありますし、

バス停の停留所の看板も大きくするとか、

見やすくできるというようなこともあり

ましたが、私ども地域の声として担当に

もお届けいたしておりますように、バス

停の増設いただきたいということであり

ますが、そのお考えについてお尋ねをい

たしたいと思います。

　いつもお尋ねをするわけでありますが、

公園管理の委託料５，５０９万３，００

０円がありますが、これについて私ども、

先日行われました決算の委員会で、私の

方からご質問申し上げました。そういっ

たことで、管理の充実ということで適正

に執行していただきたいわけであります

が、ことしの状況についてお尋ねをいた

したいと思います。

　先ほど道路課の関係でお聞きをいたし

ましたが、日本公園緑地協会に４万５，

０００円を負担金として出されておられ

ますが、これについても、どういった活

動、あるいはどういったかかわりがある

のか、お尋ねをいたしたいと思います。

　以上です。お願いいたします。

○山本靖一委員長　石川課長。

○石川下水道事業課長　正雀終末処理場

の整備負担金のあり方、それから、今後

どういうふうになるのかというご質問で

ございます。

　２１年度から４５年まで元金と利子を

吹田市に払っていくわけなんですけども、

その金額としては３億８，２００万円で、

２１年度から２７年度にかけては、大体

年間約３，０５５万円程度、以降２８年

から３３年が２，６９０万円から２，５

７０万円程度、３４年以降、２００万円

というような形で、だんだん減ってはい

くわけなんですけども。

　正雀処理場が廃止になった後、この整

備負担金がどうなるのかというようなお

問いだと思うんですけども、私どもの方

も整備負担金については、２４年度で処

理場が廃止になって、さらに２５年度以

降も払っていかなければならないのか、

吹田市の方とも今協議をしております。

我々としては、処理をしていただかない

んであれば、整備負担金は何とかご配慮

願いたいというような、そういった協議

はしておりますけれども、まだ明確に吹

田市の方から、どうするというような話

はいただいておりません。まだ確定はし

ておりません。

　今後も、できるだけ配慮していただく
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ようにお願いをしていくつもりでござい

ます。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　まず、農業水路

整備事業の用水側溝改良工事４２７万５，

０００円の内訳についてでございますが、

本工事は、平成１９年度、２０年度、２

１年度と行う予定いたしておりまして、

工事内容でございますが、区画整理区域

内の不要なＵ型側溝に歩行者等が転落す

る危険がありますので、側溝を埋めて安

全・安心な歩道に改修する予定でござい

ます。平成２１年度は、約１１０メート

ル、鳥飼上５丁目地区を予定しておりま

す。

　続きまして、しゅんせつ賃金の件でご

ざいますが、まず、この賃金でございま

すが、農業用水路の地元しゅんせつ活動

に対しまして、１人当たり３，０００円

を支給しております。また、１６地区ご

ざいまして、大体春ごろと夏ごろに各１

回、２回、しゅんせつ等していただいて

おります。

　続きまして、ダムの考え方で約４００

万円の減についてでございますが、平成

２０年度に協定書の内容の変更を行って

おります。変更内容でございますが、平

成２１年度以降の負担金の年度別事業費

を変更させていただいております。

　その変更の額でございますが、当初、

平成２１年度は９９９万円を予定してお

りましたが、変更で５９９万４，０００

円となっております。それと平成２２年

度は１，３９８万６，０００円を５９９

万４，０００円に変更しております。２

３年度でございますが、１，６９８万３，

０００円を９９９万円に変更いたしてお

ります。平成２４年度でございますが、

１，６９８万３，０００円を１，３９８

万６，０００円に変更いたしております。

それと平成２５年度でございますが、１，

３９８万６，０００円で、２５年度は同

じでございます。２６年度でございます

が、１，３９８万６，０００円を１，６

９８万３，０００円に変更させていただ

いております。平成２７年度でございま

すが、１，３９８万６，０００円を１，

６９８万３，０００円に変更させていた

だいております。平成２８年度でござい

ますが、５９万９，２００円を１，６５

８万３，２００円に変更させております。

　なお、摂津市が支払う総事業費は、１

億７，８６２万１，２００円。その総事

業費の負担は変更ございません。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、１点

目から４点目まで住宅にかかわりますこ

とでございますけども、４点目の修繕料

につきましては、林参事の方からご答弁

申し上げます。

　まず、１点目の住宅使用料、従来から

滞納があるということで、１９年度決算

でもおっしゃるとおり、ご指摘のとおり、

収入未済額が７７３万１，２３０円上がっ

ております。調定額に直すとこの収入未

済額も含めて調定をするということで、

現在、２０年度の滞納の入金額につきま

しては、３月５日時点でございますけど

も、７７３万１，２３０円のうち２６５

万５，２００円収納されております。こ

れは昨年に比べると収納率は上がってお

ります。ということでご理解願えますで

しょうか。

　それと、次の太陽光発電についてでご

ざいますけども、確かに昨年６月の建設

常任委員協議会におきまして、委員から

ご意見も賜っております。その後、堺市

などでやっておられる大手の太陽光発電

メーカーをこちらの方に来ていただきま

して、基本設計図を見せまして、屋根の
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上に設置することで検討していただきま

した。その中で、結果につきましては、

結局イニシャルコストが非常に高いもの

となり、導入を断念したものでございま

す。

　しかしながら、地球温暖化など、現在

の地球環境を考えるときに、石炭、石油

などの化石燃料から風力や太陽光などの

自然エネルギーへの転換は重要なことで

あることは十分認識しております。

　そういったことから、市民にも見える

形として、三島２３号線沿いの市営住宅

敷地内にソーラーの外灯を２基、それと

仮称でございますけども、地域福祉活動

センター敷地内に１基の合計３基設置す

ることにいたしておりますので、よろし

くご理解賜りますようお願いいたします。

　それと、１５９ページの自動通報装置

の内訳でございますけども、これにつき

ましては、システムの借上料として月５

０４円を一津屋第１団地、第２団地の１

１０戸、それの１２か月分に消費税を掛

けまして、６９万８，５４４円となって

おります。具体的な内容につきましては、

２４時間のシステムになっておりまして、

これは建設当初からずっとなんですけど

も、マイコンメーターの監視サービス、

都市ガス警報機の監視サービスとＮＣＵ

機器本体費用ということで通信機器のメ

ンテナンス費用とか、電話回線を使って

セキュリティの会社につながっておりま

すので、それのシステムの借上料という

ことでございます。

○山本靖一委員長　林参事。

○林建築住宅課参事　質問番号１の４点

目、市営住宅修繕料の内訳につきまして、

修繕料の内訳につきましては、空き家時

の修繕料１００万円、一般修繕が２２２

万３，０００円と建設後１０年以上経過

し、排水管内に油脂、さび等が付着しだ

した一津屋第１、第２団地の排水管の高

圧洗浄一式２１６万４，０００円を加え

て５３８万７，０００円と車両修繕費２

万３，０００円を合わせて５４１万円を

予算計上したものでございますので、よ

ろしくご理解賜りますようお願いいたし

ます。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　３点ほど質問にお

答えさせていただきます。

　まず、市道千里丘２３号線の改良事業

でございますが、この内容につきまして

は、千里丘ガードの拡幅事業が現在進め

られておりますが、拡幅工事が完成すれ

ば、ＪＲ千里丘駅西口から千里丘２丁目

方面に向かう道路で、ガード上部との取

り合いの所になりますが、そこの取り合

いが非常に狭く、クランク状になります。

そういう形で道路線形が悪くなるため、

スムーズな道路線形となるように、隣接

するＪＲ西日本の用地を買収し、道路の

有効幅を確保し、道路を整備するもので

ございます。

　それから、都市計画道路新在家鳥飼上

線の整備の考え方はということであった

と思いますが、都市計画道路新在家鳥飼

上線の未整備区間につきましては、現在、

新幹線の側道あたりが、現況の道路幅員

が約５メートル程度と狭小で、大型車を

含めまして通行車両が多く、歩行者や自

転車利用者等の安全対策が必要であると

認識しております。また、都市計画道路

としての整備が必要であると認識してお

りますが、道路整備に関しましては、近

年、街路事業単独での事業採択は非常に

困難な状況でございます。今後につきま

しても、歩行者、自転車利用者の通行の

安全のために、本市の財政状況を見据え

ながら、前向きに検討してまいりたいと

考えております。
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　それから、十三高槻線の整備状況につ

いてということでございますが、現在、

府道の正雀一津屋線から吹田市側になり

ますが、都市計画道路豊中岸部線までの

区間で、平成２３年３月末の供用予定で

工事が進められております。

　工事の内容は、現在は正雀川の下を通

すトンネルをつくるべく、工事が現在行

われておるところでございます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　原田委員の１

回目の質問で、公園みどり課に関係しま

す公園管理の作業の内容、ことしの状況

でございますけれど、まず、現在２月末

現在までしかデータでございませんけれ

ど、そのデータで見てまいりますと、樹

木の剪定におきましては、高木の剪定が

少しふえております。それと、ことしは

チャドクガが非常に多く発生した関係上、

薬剤散布が例年の約倍の状態でございま

す。

　それから、枯れた木の撤去につきまし

ても、これもかなりふえております。

　それと、除草の関係でございますけれ

ど、ことしやっぱり夏場に雨が多かった

関係で、昨年に比べまして、約１回分、

除草を多めにやっております。それがか

なり面積が出ております。

　あと、もう少し、今現在やっておりま

す高木の剪定等ございますので、多少高

木についてはその部分でふえてくるかと

思ってるんですけど。

　それともう一点、公園緑地協会の負担

金の関係でございますけれど、現在、金

額としまして４万５，０００円お支払い

しております。これは目的につきまして

は、公園、緑地等に関する事業の健全発

達を図るとともに、国土緑化、都市緑化

等の推進に寄与するということです。そ

の主な事業内容は、公園緑地に関する調

査、研究、計画及び設計。公園緑地等に

関する事業の実施。都市及び地方の総合

的な緑地計画に関する調査、研究。ほん

で、関係官庁その他の各種機関の諮問に

対する答申、それから請願及び建議となっ

ております。

　実際に、公園緑地協会の方から年６回、

本を送ってまいります。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、３

番目だったと思いますが、都市再生地籍

調査、２０年度は１，０００万円だった

のが２１年度は６００万円に減ったとい

うことの内容でございますが、これは先

ほど委員もおっしゃいましたように、国

が２分の１、大阪府が４分の１、本市が

４分の１でやっておる地籍調査でござい

ますけれども、毎年夏ごろから秋にかけ

まして次年度の予定を決めるに当たりま

して、大阪府と協議をしてまいります。

２１年度の予算の内容につきましては、

大阪府は何とか減額したいということで、

大阪府のベースとしましては１５０万円

が限度になってきますということになり

ますので、逆に６００万円は、その大阪

府の減額された内容から決まった内容で

ございます。

　ちなみに、２１年度の内容につきまし

ては、千里丘地区を考えております。

　続きまして、道路冠水の警報装置につ

きまして、警報をつける前に、つからな

い対策する方が先決ではないのかという

ことでございます。

　確かに、坪井ガードと竹ノ鼻ガードに

つきましては、降雨時前、特に台風なん

かの状況がわかるときにつきましては事

前にパトを行いまして、清掃に努めてお

る状況でございます。ともに両ガードに

つきましては、ポンプ等はつけておらず、

公共下水での自然流水をつけておるとこ
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ろでございまして、計画降雨、時間当た

り４８．５ミリというものを計画してお

る。今のところは、そういうふうに下水

道の計画の中では区域を決めまして、そ

ういうふうにやっておるわけなんですけ

れども、ともにガードといいますのは下

水で決めとる区域以外、坂道伝ってです

ね、結構流れてくるというのがあります。

過去におきましては、台風で１回つかっ

ております、両ガードとも。そのときに

つきましては、別に事故もなく、スムー

ズに通行どめ措置、うちの方で行いまし

て切り抜けてきたというような経緯がご

ざいます。

　今後におきましては、先ほども南野委

員の方にもご説明しましたように、以前

に栃木県鹿沼市で女性が亡くなられた。

あれ大きい道路なんですけれども、ああ

いうことが起こっては困ると。今まで過

去の例からいきますと、あそこまで急激

にたまったということはないわけなんで

すけども、やはり冠水してますよと、進

入しないでくださいというようなことを

事前に知らしめていきたいと、こういう

ふうに考えておる内容です。

　続きまして、公衆用道路の寄附申請の

１５０万円、この内容について、どんな

ものなのかということなんですが、これ

につきましては、狭隘道路の助成金とは

少し違いまして、この寄附申請はもう既

に道路の形態ができ上がっとると。しか

しながら、民地ですというようなところ

につきまして寄附をしていただくときに、

そういうような測量分筆費用については

市の方で負担してでも市の敷地にかえて

いきたいというための予算措置でござい

ますが、なかなか寄附に応じてもらえな

い。何か諸事情がある。中には、わざわ

ざ固定資産税もかけてはると。わかって

おってですね。わかっておって固定資産

税もかけてますよという方もおって、な

かなか寄附に応じてもらえないという現

状がございます。

　ちなみに、２０年度では、そういう対

象件数はゼロでございました。

　続きまして、鳥飼西のスポーツ広場の

横の街路樹、現在も枯れてるやないかと。

これは、樹種といたしましてはハナミズ

キを植えておりまして、大阪の国体を催

したときに整備してハナミズキを植えた

ものなんですが、私の想像ですが、多分、

樹種の根元がかなり狭い部分になってお

りまして、木がよう育たないような状況

にあると、こう聞いております。

　何回かハナミズキを植えかえておるわ

けなんですが、なかなかついてくれない

という現状がございますので、今後にお

いては樹種の変更を考えたいと思います。

　続きまして、負担金でございます。日

本道路協会ですが、先ほども公園の方で

も説明がありましたように、道路の方に

つきましても同様でございまして、道路

というのは、国民生活に不可欠な施設で

ございます。日本道路協会が出版してお

る図書がかなりございまして、道路の設

計とか維持管理を行うに当たっては、日

本道路協会出版図書なしでは行えないと

いうような現状になっております。

　例えば、道路構造例の解説、防護柵の

設置基準、道路反射鏡の設置指針など１

９冊、橋りょうなんかいきましたら全般

です。道路橋の示方書など３２冊、舗装

も全般です。舗装工事解説など１３冊、

道路土工につきましても、全般で１３冊、

トンネルとかトンネルの設計の指針なん

かもすべて７冊ございます。道路の震災

対策、このことについても３冊、以外に

外国英語版が６冊というような形で出版

されておるというようなことでして、そ

れを協会で研究しながら作成しておると。
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　ちなみに、会員の総数は全国で１万１，

０００、すべての都道府県、市町村が加

盟しておる現状でございます。

　続きまして、全国国土調査協会負担金

３万６，０００円ですが、このことにつ

きましては、予算に上げさせてもらって

ますように、このたび２１年度から加盟

しようと予定しておるものでございます。

これは、平成１８年度から始めました地

籍調査、これは国土調査法に基づいて地

籍を定めていくわけでして、１８年度か

らは官民境界をまず先行して地籍調査を

してもいいよと。国費も半分、府が４分

の１ということで始めました中で、始め

ていくにおきまして、やはりこういうふ

うな全国国土調査協会主催の講習会に、

かなり参加しております。こういうふう

なことがわかってまいりまして、全国国

土調査協会開催の先ほど言いました参加、

それから地籍調査の知識等を初めて、１

８年から手探りで始めていったわけなん

ですが、この協会に参加することでかな

りわかるようになったいうことで２１年

度から参加しようと考えております。

　全国国土調査協会の下部組織としまし

て、近畿ブロック国土調査会というのが。

先ほどの全国国土調査協会の加盟ですが、

会員総数は４７都道府県、７３２市町村

で、大阪府におきましては５市１町１組

合が加盟しております。

　近畿ブロックは、その下部組織でござ

いまして、近畿圏内における国土調査を

実施している府県、市町村などの自主的

な団結、国土調査を推進していこうとい

うことで、会員総数は６府県、１０５市

町村。ちなみに負担金は５，０００円で

ございます。

　続きまして、クリーンアンドグリーン、

これ代表質問でも出ておったかと思いま

すが、特に道路課として検討いたしまし

た。しかしながら、新規であること、そ

れからそれに対して雇用しなければなら

ないと、改めて。このことにつきまして、

財政と私どもの方でかなり協議いたしま

した。新規、そしたらこれがなくなった

ら、継続して市費でお金つけてくれるの

かということが当然上がりまして、財政

の方は、それは絶対無理ですということ

になりまして、道路課としましては、こ

のクリーンアンドグリーンに該当する事

業は今のところないと。簡単に申し上げ

ましたら、草刈りとか剪定などはできれ

ばいいなと、こういうふうに思ったんで、

それはだめやというふうなことを言われ

まして断念したという経緯がございます。

　それから、移転補償費の３億円、これ

は予算概要にも書いておりまして、千里

丘三島線で１億円、それから正雀駅前３

路線で２億円ということで、これ、移転

補償費でございます。ともに拡幅事業に

当たりまして、先ほどの一番最初の説明

の債務負担行為で開発公社の方で土地は

買い上げていこうということで、あと上

の方の移転につきましては、この２億、

３億、とりあえずという形でございます。

　対象の件数としましては、千里丘三島

線で１７件、正雀駅前で一応今のところ

９件、該当がございます。そういうふう

な形で随時、すべて２０年度も含めまし

て移転交渉に当たってはおりますけれど

も、なかなか金額の差異が大きいござい

ますので、詰まっていかないという現実

はございますけれども、何とか予算の正

雀２億、千里丘三島線１億の予算をもち

まして、もしうまく話がつけば補正予算

もお願いするかもしれませんけれども、

何とか進めていきたいと、こういうふう

に考えております。

○山本靖一委員長　川上参事。

○川上下水道管理課参事　１５番目、土
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木維持作業について、お答えしていきた

いというふうに思います。

　土木維持作業につきましては、金額の

比率だけを見ると、公園のごみ回収の作

業を省いてみますと、５割弱、委員おっ

しゃるとおりで、道路課に属していても

何らおかしくない委託業務であるかなと

いうふうに感じております。当初、なぜ

下水道管理課にあったということは私も

定かではないんですけども、今の現状と

しては下水道管理課にあるということで

す。

　当初の発足としては、係長を含め４人

で発足した状態であったと思います。今

は私を含め３人で土木維持作業の方に従

事させていただいております。

　作業の方法としては、もう何回も言わ

せていただいておるんですけれども、要

望とそしてパトロール、私どもはパトロー

ルではないんですけども、外へ出ますん

で、気がついたら担当のところと協議し

ながら進めておると。その中でも、私ど

も人数も少ないし、やり方としては二度

手間のかからないように省力化と、そし

て、これから先のことを考えて、防草シー

トを張ってみたり、草刈りでここは緑化

のことも考えながら置いとこかとか、そ

ういうようなことを踏まえながら作業の

方を進めています。だから、改良と工夫、

いろいろどれが一番ベターかなというと

ころを考えながら、投資した金額に見合

うような形になるように、毎回毎回同じ

ことを繰り返さなくてもいいようなとい

う形で仕事をしております。それに伴っ

て、委託業者への指導力と管理を十分に

していくということを必要としてやって

おるわけなんですけれども、何せ今の状

況の中では、仕事の多様化、そして複雑

化という中で、私どもがやっておる仕事、

人数ではですね、ちょっとつらくなって

きているかなというようなところが見受

けられるわけです。それのことも考え、

そういうふうにやってるということは、

市民の満足度も十分得られてないんかな

というふうに思って、ちょっと気にして

おるところなんです。

　そういうことを踏まえて仕事をしてる

んですけども、これからどういうふうに

したらいいかなというふうな、私の方は

全体が見えますもんで、その中で、やは

り公園みどり課、交通対策課、道路課、

もちろんですね、そして下水道管理課、

それぞれ特色がありますので、その中で、

いわゆる何が不足しているか、それを私

ども土木維持作業を業務委託でどう補う

かということを考えていく必要があるか

なというふうに今、感じておるところで

す。その辺を整理して、前向きに進めて

いってほしいという実情と人員の、人間

の内容の充実を高めていきたいなという

ふうに今思っとるところです。

　回答にはなりませんけども、述べさせ

てもらいました。

○山本靖一委員長　大砂参事。

○大砂土木下水道部参事　１８番目、公

共施設巡回バスについてご答弁申し上げ

ます。

　現在、公共施設巡回バスにつきまして

は、１台の車両で１日５往復、１０便の

運行を行っております。今日まで、この

１日５往復１０便を確保する中で改善を

行ってまいっておりますが、今後、バス

停の増設、またルート変更等、入ってま

いりますと、１日１０便の確保が困難で

あろうかと思います。今後、千里丘ガー

ドの完成、また、南千里丘のまちづくり、

そういった中での交通の流れを見ながら、

検討させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　宮川次長。
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○宮川土木下水道部次長　先ほどの土木

維持作業のことに絡みまして、昨年、決

算委員会の折にいろいろご指導いただき

まして、その中で私どもの方、土木下水

道部におきまして、維持係が今、下水道

管理課にあるんですけれども、そういう

ふうな形の中で、どこにあるべきかとい

うようなことを一度みんなが集まって意

見を出し合ったところでございます。た

だ、その中では、これといった意見が出

てこなかったというのが実情でございま

す。ですから、どこがということが、そ

の時点では確認できなかった。

　ただ、ほかの業務の統合という話題も

出ております。そのような形の中では、

今の状況も勘案した中で、今後どのよう

に整理してくのか、あるいはその方向づ

けですね、このあたりもう少し時間をい

ただいて、２１年度も含めて整理してま

いりたいと、このように考えております

ので、よろしくお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　先ほどの中で、

国の緊急雇用事業の中で、現在、公園等

砂場消毒清掃委託いうので、２１０万円

でこれ予算化してるんですけれど、緊急

雇用の関係で当初、砂場の清掃を２班編

成で行った関係ありまして、現在は１班

編成なんですけれど、２班編成で行う場

合については、その分についてはこれは

緊急雇用でいけるんじゃないかいうこと

で、一応、財政課の方とはお話させても

うてます。

　ただし、予算がついた場合においては、

この分が対象になってくるんじゃないか

というのが考えられますので。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　長野次長、なかなかいつ

もご苦労かけておりますが、約まだ５０

０万余り滞納が繰り延べられるというこ

とであります。特に、１９年度で１２件

滞納者がおられるということで、その収

納に頑張っているということでありまし

て、そのときに、やはり代理納付制度も

検討していきたいということで、生活支

援課と協議をしたいというような状況が

ありまして、可能な限り滞納の処分をは

かどっていこうということであります。

そういう状況で、ひとつ頑張っていただ

きたいと。これもう要望しときます。

　太陽光発電についてね、実はそれぞれ

の地方自治体において、今、取り組みを

すごく進められています。ＣＯ２の削減、

あるいは、そういった取り組みは、やっ

ぱり環境問題で大事やろうということで、

それぞれの違った取り組みもされておら

れます。そんなんをいろいろ全部調べて

おるんですが、やはり助成制度がありま

してね。これは、いわゆる新エネルギー

財団の方からも助成金をいただけるわけ

でありまして、そういうものを活用しな

がら、今のとこの状況では１キロワット

当たり９万円の補助が得られるというこ

とであります。どの時点で調査されたか

はわかりませんが、それ以後、例えば、

関西電力へ余剰電力を売買する場合は、

倍で買い取ろうやないかというようなお

話も出てきてますし、そのいわゆる太陽

光発電の機械というよりも、その施設自

体もかなり開発されまして、非常に進ん

できているという状況でありまして、確

かに、先ほどのコストが高いから、もう

やめたんやということでありますが、や

はり環境政策をこのように摂津市は取り

組んでるんだという姿勢を見せなきゃな

らない。外灯の２基と外灯の３基だけは

いけないと思うんで、再度、今からでも

まだ間に合うと思いますのでね、そういっ

たことが入れられないかどうか、再検討

をお願いしたいと思うんでありますが、
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いかがでしょうか。

　自動通報装置のシステムでありますが、

やはり火災等に備えてこういうものを設

置をするということでありますが、他の

住宅についても皆ついているんでしょう

か。それだけお聞きしたかったので、お

尋ねをいたします。

　修繕料は理解いたしました。

　都市再生地籍調査ですね、これも何回

も質問をいたしておるわけでありますが、

大阪府の事情によって、大阪府が予算が

ないからということで６００万円の事業

費になったというふうにご説明いただき

ました。地区も千里丘地区に限るという

ことでありますが、やはり国がそういう

ことをやっていこうということでありま

すので、大阪も頑張って、摂津市も厳し

い財政状況の中で負担をして、やってき

ておるんですありますが、２１年度はそ

ういうことでしたいと。

　道路冠水警報対策でありますが、まさ

に先ほど言われましたように、起こらな

いように、そういう物をつけなくても、

摂津市のガードは安全だと言えるぐらい

にね、やっていただきたいと思いますが、

この事業も進めていただいて、市民の暮

らしの安心を守るために頑張っていただ

きたいと思います。

　公衆用道路も理解をいたします。

　鳥飼西３８号線の植樹でございますが、

何回も植えていただいて枯れるのはね、

維持管理が悪いんちゃうかと言われてお

りましてね。じゃなしに、やはりもとも

と植える木も悪いというか、土壌に合わ

ない木だというようなことであるんであ

りましょうが、一度やはり改良していた

だいて、やはりいい土とかですね、ある

いはその木に合うだけの面積を土の部分

をつくっていただいて、やはり緑をふや

していくという施策の中に街路樹の役目

も果たしておりますので、ぜひひとつ、

これはしていただきたいということ。特

に、今１０本ほど枯れておりますので、

早急にまた植樹をしていただきたいと思

います。

　日本道路協会を含めたこういう団体が、

今、国の方で天下りのいわゆる規制等含

めて、あるいは見直しを国の方でもやっ

ていただいて、我々の党も頑張っており

ますので、これはそういうことにしてお

きたいと思います。

　国の緊急雇用対策事業についてね、出

れないということでありますが、いずれ

にしても予算が下りてまいりますので、

これを受け皿としてですね、やっぱり持っ

といて、あるいは今直ちにということで

なくても、そういう方向で各市がやるん

ですからね、摂津市もやはりそういう、

備えて体制を整えとかなきゃいけないと

いうふうに思うんであります。３年たっ

たら、もう金がけえへんからやめやねん

ということでも、これ緊急雇用やから、

その対策をするということでの事業でご

ざいますので、担当としてもそういうこ

とを十分認識された上で体制をとってい

ただくように、これも要望しておきたい

と思います。

　交通安全対策費のこの移転補償、藤井

参事の方から決意を聞きましたので、ぜ

ひひとつ、まだ補正をしなきゃならない

ぐらいにですね、頑張っていただきたい

というふうに思います。

　市道千里丘２３号線のこの幅員の問題

でありますが、予算が出ておりますので

ね、距離、あるいは幅員、買収面積、あ

るいは移転補償とか、そういうものがあ

ると思うんで、その内訳だけお聞きをし

たいと思いますし、その以西にかかわっ

て、今度どうなっていくのか、市道千里

丘２３号線が、どのように改良されてい
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くのか、目安も含めてお聞きをしたいと

思います。

　本来、これはね、道路課の主管の仕事

ですよ。２３号線というのは市道管理ね。

それをですね、新留課長の方で答弁され

たのでびっくりしております。まあ今後

の見通しも含めてお尋ねをいたしたいと

思います。

　用水側溝の改良工事でありますが、こ

れ、側溝を埋めて歩道を拡幅するんだと、

こういうことでありますが、昨日、私、

現場を見てまいりまして、いただいてお

ります資料に基づいて場所も確認をして

まいりましてね。ああいう側溝を埋めて

しまうということは、その排水の問題も

含めて、どうなのかなという感じがいた

します。１１０メートルで４２５万です

から、大体１メートル当たり４万円でね。

埋めるだけと、まあ言うたら失礼ですけ

れども、側溝の内側ですか、外側ですか、

道路から見れば外側には会社の敷地の擁

壁も立っておりますしね。きちっとした

形にあるのに、こんなことで費用を使っ

ていかなきゃならないのかなと。

　当初は、農業用水路を確保することが

非常に難しいという状況で整備されるん

だろうなというふうに思っとったんです

が、先ほどの説明ではね、不要のものだ

から、つぶしていくんだというようなご

答弁だったので、もう一度ご説明いただ

きたいと思います。

　正雀終末処理施設の整備負担金が総額

で３億８，２００万円を払っていくんだ

ということでありますが、やはり平成２

５年以降の問題については、やはり摂津

市の負担をそこまでしなきゃならないも

のなのかどうか、ちょっとこれについて

は部長、ご答弁いただけないでしょうか。

考えを含めて。

　やはり先日の協議会等の経過もあるわ

けでありますが、やはりこの辺はきちっ

としておかなければ、費用の負担の問題

のあり方についてね。それだけは払わさ

せといてですね、施設は撤去してまうね

んというようなことでは、理由が通らな

いというふうに思いますので、そのこと

についてのお考えももう一度お聞きをい

たしたいと思います。

　土木維持作業の業務委託の問題であり

ますが、宮川次長の方から補足的にいた

だいたわけでありますけれど、やはりね、

３人で対応されておって、本来、下水道

管理課っていうのはね、もう少し下水道

の管理というものは十分やらなきゃなら

ないというふうに思います。これは公共

下水のところでご質問申し上げようと思

いましたけれども、不明水の問題でもね、

費用がごっつい上がってきてますね。そ

んな状況になって、やっぱり下水道管理

課というのは非常に重要なので、それは

それの仕事を携わっていただくと。土木

維持作業については、業務内容の点から

言えば、やはり道路課が主管をして、維

持作業に当たるということをするのが妥

当だというふうに、私はずっと前からそ

のことを主張してきておるわけでありま

して、これについては副市長あたりから

お聞きをしたかったんでありますが、最

後これも部長の方からご答弁いただきた

いと思います。

　先ほどちょっと飛ばしたんであります

が、しゅんせつの賃金でご説明いただき

まして、これはうちの代表質問にも入れ

ていただきまして、新在家地区の方から

の要望も踏まえて質問に入れたわけであ

りますが、ご承知のとおり、新在家地域

は、ほとんど沖水路という水路に集約を

されまして、味生水路、味生水路排水機

場へと流れていくわけでありますが、こ

のしゅんせつ賃金は、公共下水道集中管
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理室の管理箇所にもなってます。テレメー

ターの関係も含めてね。止堰の管理を含

めて。そこにはやはり常々日常的に、い

わゆるペットボトルや空き缶、あるいは

ごみ、ビニール袋等、いろいろ集まって

きております。流れてきております。

　そういうことを、これはそうした業務

が向こうにもあるにもかかわらず、この

地元でやらなきゃならんということにつ

いてはね、やはり問題があるんちゃうか

というふうに考えております。

　そういうことで、このしゅんせつ賃金

のあり方について、再度考えていかなけ

ればならないというふうに感じるわけで

あります。その辺について、公共下水と

のかかわりで、ご説明いただければあり

がたいと思います。

　安威川ダムにつきまして、先ほど１億

７，８６２万円の総負担金の内訳を述べ

ていただきまして、今後、されるわけで

ありますが、これまで、前回でしたかな、

質問をいたしましたが、摂津市は二度に

わたり議会からの要請を受けて、安威川

ダムの早期完成を、ということを要望し

てきたわけでありますが、大阪府の財政

再建プログラム案の中において、平成２

１年に本体工事の着工を予定されておら

れましたが、これを財政状況からですね、

本体工事を先送りをするということであ

ります。

　つけ替え道路等の問題については、も

う既に完成をみておるということであり

まして、その負担がのしかかりながら、

ダムは先送りとなるということでありま

す。本来、２１年から着工していただく、

ことしから着工していただくということ

でありますが、これがさらにおくれそう

な気配がいたしておりますが、市として、

洪水対策等も含めて、どのような取り組

みを今後していかれるのかね。府は予算

がないから、あるいは、そういうことで

先送りされたことについてですね、いい

のかどうか、決意をいただきたいという

ふうに思っております。

　これも本来、市長か副市長あたりから

ご答弁いただきたいわけでありますが、

ご出席願っておりませんので、部長の方

からご答弁いただきたいと思います。

　千里丘ガードの南交差点、駅前１号線、

交差点でございますから、４つの道がつ

いておるわけでありますが、そのうちの

３か所の道路はすべて右折のついた道路

でありますし、まさにガードを上がって

きた車が千里丘三島線、あるいは正雀の

方へ、あるいは千里丘東の方へ行けるわ

けでありますが、一方、南からガードに

進入するときに、やはり右折道路がない

がために交通渋滞がやはり予測されます。

そういった意味で、私どもは早くから、

そのことの右折レーンの確保ということ

を要求してきたわけでありますが、まだ

まだ一向に改修されておらず、今回、１

億円でもって何とかやろうということで

ありますが、当面、間もなくガードは開

通をいたしますので、その対策として信

号機の設置のあり方とか、あるいは交差

点を一部改良することによって何らかの

手だてをしておかなければ、買収ができ

ない限り、あるいは見通しが立たない場

合はですね、その状態で進むわけであり

ますが、担当としての、あるいは警察と

の協議等あろうかと思いますので、その

辺について、取り組み状況をもう一度お

尋ねをいたしたいと思います。

　市道新在家鳥飼上線の整備について、

既に一部買収をいたしまして、今、土の

う置き場にしております。ちょうどその

東側に開発をされた道路が通りましたの

で、あともう少し一部買収をすれば、約

５０メートル余りが道路拡幅ができると
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いう状況でもなってきております。そう

いった意味で、やはり取り組む姿勢があっ

て交通安全対策が進んでいくと思います

ので、そういったところをぜひひとつ活

用しながら、拡幅に向けて取り組みをし

ていただきたいと思うんでありますが、

考えはいかがでしょうか、お尋ねをいた

します。

　府道十三高槻線の整備について、２３

年の３月に、いわゆる完成をいたしまし

て供用開始をするということであります

が、１９年の８月２３日に建設常任委員

協議会を持っていただきまして、ご説明

をいただいたわけでありますが、その時

点において、全区間については２７年３

月３１日までに完成をすると。当面、正

雀工区の中で、正雀側交差部の工事は平

成２２年の末には完成をするというご説

明をいただいておりまして、それ以後で

すね、見ますと、今の状況ではかなりお

くれるというような状況であります。先

ほどの安威川ダムと一緒でありますが、

財政再建プログラム案でいきますと、も

う既に府は、この事業についてもペース

ダウンをせざるを得ない状況にきている

というふうに既に発表しております。そ

ういう状況になりますと、先ほど言われ

ました２３年３月には、とてもやないが

無理なような気がいたします。そういう

意味で、私ども先ほどの正雀の道路拡幅

事業として２億円の執行もしてまいりま

すし、急がなきゃならない十三高槻線が

そのような形でおくれてくるということ

では、やはりもっと府に要請をいたしま

して予算確保し、事業の進捗を図るべき

だと思うんでありますが、お考えをお聞

きをいたしたいと思います。

　公共施設巡回バスの運行でありますが、

要望、この間いたしましたように、見直

しもしたいということでありますが、一

つは、既存の路線バスが走っておりまし

て、公共施設巡回という名目はあっても、

やはりそのバスを利用させていただいて、

既存のバスと乗り継ぎをして目的地に行

きたいという市民の方もおられるわけで

すね。そういう意味では、既存のバス路

線と競合しないように、バス停を近くで

もいいし、そのバス停を使わせてもらう

なりしてですね、やはりこの公共施設巡

回バスの持つ意義、地域への足確保のた

めにつくられたバス運行ですので、最大

限やっぱり利用者を、乗ってもらわない

かんと。そういう意味で、バス停の増設

を要望されておられます。

　要望いたしましたのは、せんだん公園

から新鳥飼公民館の間にバス停がないと

いうことで、一つ五中前あたりでつくっ

ていただけないやろうかという、ささや

かな要望でございますので、ぜひ今度、

見直しされるときにはですね、減便をさ

れない範囲内で設置をできるように努力

をいただきたいということを要望してお

きます。

　公園管理委託料、お聞きをいたしまし

て、除草を１回ふやそうということであ

ります。昨年、決算委員会でいろいろや

りとりさせていただきまして、現状も十

分訴えたところでございます。そういう

意味で、本当にシルバー人材センターの

皆さん方が本当に夏の暑い時期に頑張っ

ていただいております。そして、仕事が

しやすいシーズンに仕事がないというこ

とではぐあい悪いと。だから、やはり年

間を通じて、あるいは冬場のね、いわゆ

る草が伸びない時期に、秋に生えた草を

さよう刈り取るという作業をですね、ぜ

ひひとつ公園も含めて請負をお願いした

いというふうに思っております。

　限られた予算でございますので、でき

るだけ有効的に執行されるように、これ
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は要望しておきたいと思います。

　以上です。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、２点

目のソーラー太陽光発電と自動通報装置

についてご答弁申し上げます。

　実際、検討しました具体的な内容なん

ですけども、メーカーの方で１０キロワッ

ト当たりの設置工事費が約１，６００万

円でありました。１００キロワットであ

ればスケールメリットがあり、約１億２，

０００万円かかると。しかしながら、こ

の発電量を電気料金に換算いたしますと、

昨年４月の電気料金で１０キロワット当

たりで年間約１１万円ということでござ

いました。

　設置工事費が仮に１，２００万円とい

たしましても、このイニシャルコストを

償却することは、かなり難しいなという

ことで断念したことでございます。実際

には、パネルよりも計測装置であるとか、

液晶の表示装置とか、そういったことが

一定、年月たつとまた交換とかしないと

だめということもありまして、そうする

とランニングもかかるということで、ちょっ

と市営住宅の屋根には難しいかなという

ことで断念したんが実情でございます。

　確かに、委員ご指摘のように、京都市

などでは民間の賃貸住宅なんかにも市が

助成してるんはございます。これも、私、

京都市にも電話して確認もしましたけど

も、民間の賃貸住宅で発電能力１キロワッ

ト当たり４万５，０００円、市が助成し

てます。４キロワットまで最高１８万円

ということで、温暖化対策でこれをやっ

ておられるのは、地球温暖化対策室とい

うところが実際やっておられます。戸建

て住宅もやっておられて、そういったこ

とから市が建てるんであるんやから、今

の時期、当然ではないかというのは、も

うよく重々わかるんですけども、ちょっ

とこのあたり、市営住宅ということもあ

りまして、ご理解賜りたいと思います。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　それでは、原田

委員からご質問いただいてますうち、３

点ご答弁申し上げます。

　まず、１点目の正雀処理場の整備負担

金の問題でございますけども、確かに、

委員ご指摘のように、２４年度機能停止、

それ以後も整備負担金を払うんかどうか

という内容で、感情的には当然、し尿を

受けていただけないのであれば払いたく

ないというのは、これ本音でございます。

　ただ、今現在、吹田市と協議しており

ますのは、この整備負担金の問題と、も

う一個が大元である、し尿の受け入れ、

この２点について話し合いしております。

整備負担金につきまして、吹田市からま

だ返答が返ってないのは事実でございま

す。我々も主に、し尿の受け入れの方を

優先的に話している経過もありまして、

整備負担金の問題がおくれているのは事

実でございます。

　ただ、考え方でございますけども、こ

の整備負担金は、処理場の増設改築時に

要った費用の償還金をうちは負担してい

るという内容でございますので、その趣

旨から言えば、本来は整備負担金は払う

必要性はあるというふうに認識しており

ます。ただ、４０年の協定なりを見ます

と、あくまで本市の公共下水道が完備す

るまでは、し尿を受け入れるという約束

もございますし、そうした観点から整備

負担金の支払いはいかがなものかという

ふうにも考えております。

　ただ、言い方は悪いですけども、やっ

ぱりし尿の受け入れと、この整備負担金

をセットとして今後も話し合いをしてい

きたいと、このように考えておるところ
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でございます。

　２点目の維持係の所管の問題です。

　この件につきましては、昨年の決算審

査におきましてもご指摘いただきまして、

私の方から検討する旨のご答弁も差し上

げました。その後、一部、宮川次長申し

上げてますけども、部内での検討も行っ

てきたことは事実でございます。

　その中身といたしまして、委員ご指摘

のように、維持係の所管と含めまして、

部内での各課行っておりますいろんな業

務がございます。それを維持係に集約で

きるものはないかとか、そういう方の検

討もいたしております。

　これは、例えばですけども、道路、公

園、水路関係のパトロールを一元化にす

ることも、そういう方法はないんかとか、

その辺も含めておりますので、ちょっと

時間もかかっておるのは事実でございま

すし、そうした中、副市長の方から、土

木下水道部以外の業務についても、維持

的な業務を維持係でできないかという検

討もせよという指示もいただいておりま

す。そういう関係で、他部署との調整も

必要でございますし、仮に業務量がふえ

てきたら、もう今の係を課にするとか、

そういう検討も必要になってまいります

ので、これはもう少しお時間をいただき

たい、このように考えております。

　最後に、安威川ダムの関係でございま

すけども、府の財政再建プログラムでは、

当初、２１年度にダム本体着工を予定さ

れておられまして、このプログラムによ

りまして２２年度へ先送りになっており

ます。

　ただ、この件につきましても、プログ

ラムにも記載があったと思うんですけど

も、知事におかれては、ダムの必要性、

これは認識しているという記載もあった

かと思います。そうしたことで、私ども

下流市でございますので、今後とも、やっ

ぱり早期に着工していただき、仮に２２

年度、本体着工になりましても、完成が

１年でも１日でも早期に完成していただ

くように、今後も要望、これを重ねてま

いりたい。また、大阪府においても、早

期に完成するように努めてまいるという

趣旨のご返事もいただいておりますので、

今後とも、そういう要望なり要求をして

まいりたい、このように考えておるとこ

ろでございます。

○山本靖一委員長　十三高槻線の関係、

府への働きかけ、これも部長の方からご

答弁お願いします。

　中谷部長。

○中谷都市整備部長　十三高槻線につき

ましては、協議会でもご説明しましたよ

うに、正雀川を越えて豊中岸部線までが

２３年３月末、それから今お聞きしてる

のは、阪急電鉄を越えて吹田側にヤマザ

キパン側に行けるのが２７年度というふ

うに聞いております。以後、我々の方に

それがおくれるというような話は聞いて

おりませんので、私は予定どおり工事が

進められているというふうに理解いたし

ております。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　先ほどの３点目

につきまして答弁しておりませんので、

申しわけございません。

　自動通報装置の他の団地ということで

ございますけども、他の団地にはござい

ません。建て替えいたしました一津屋第

１団地、第２団地の１１０戸だけでござ

います。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　市道千里丘２３号

線の改良事業の内訳について、説明とい

うことですけど。

　内容につきましては、土地の鑑定料が
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２５万２，０００円、土地の分筆にかか

る委託料が６０万円、土地購入費につき

まして１，５００万いうことで計上させ

ていただいております。

　面積につきましては、約６０平方メー

トル、延長につきましては、一応すり付

けという形になりますので、２５メート

ルから３０メートルぐらいのすりつけに

なると考えております。

　現在の道路幅ですが、現在は約４．５

メートル程度しかありません。ですから、

ＪＲ西日本の用地を買収しまして、有効

幅８メートルぐらいを確保しまして２メー

トルの歩道がとれれば、あとは車道とし

て通行可能というふうに考えております。

　それから、千里丘駅南交差点のガード

の供用後の信号対策についてということ

ですが、千里丘ガードの拡幅事業も、委

員おっしゃるように完成してきます。こ

れにつきましては、大阪府茨木土木事務

所と連携しまして、右折レーンの取り組

み等、協議してまいります。これにつき

ましては、できる限りスムーズな通行に

支障が起きないような方法、スムーズな

通行になるように大阪府と協議してまい

りたいと考えております。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　鳥飼上地区の用

水側溝の改良工事でございますが、この

工事の発端は、平成１８年に幅３０セン

チから４０センチの用水側溝にお子様が

落ちはった。それでけが等はなかったん

ですけども、危険な状態ということでし

たので、１９年、２０年、２１年、今後、

年次計画立てて用水側溝の改良を行って

いるものでございます。

　ただ、用水側溝でも、やはり用水とし

て使用しているところは、もう改良でき

ませんので、用水として使用済みのとこ

ろを改良していってるところでございま

す。

　続きまして、水路しゅんせつ賃金でご

ざいますが、毎年春ごろと夏ごろですね、

年に一、二回、地元実行組合等がしてい

ただいております。そちらの方では粗ご

み等を清掃していただいておりますが、

その後に土砂等が著しくあるところは摂

津市、また、神安の管理のところは神安

土地改良区が清掃しているところでござ

います。よろしくお願いいたします。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　もう一点だけ抜け

ておりまして、申しわけありません。

　新在家鳥飼上線の件ですけども、委員

おっしゃっております現在の土のう置き

場の付近を、約あと５０メートルぐらい

用地買収すれば、また広くできるのでは

ということでありますが、その辺につき

ましても、今後、本市の財政状況を見据

えながら、前向きに検討してまいりたい

と考えております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　自動通報装置ね、ついて

おらない各住宅にも、ぜひつけていただ

きたいと。特に火災の問題が心配でござ

いますし、安心・安全に暮らしていくと

いうことで、ひとつこれは次年度でも予

算化措置をしていただきたいというふう

に思っております。

　それから、今ご説明いただきました新

在家鳥飼上線ね、もう既に買収された土

のう用地と、そして既存の今度新しくで

きてる道路、開発に伴って道路ができて

ると。その間に少し民地があるんですよ。

それを買収すればですね、それは５０メー

トルも買収しなくて、その一部を買収す

れば、約５０メートル区間ほど道路拡幅

ができるわけでね。そういうことをやっ

ぱり一つ一つ取り組んでいくことによっ

て、安全対策を守れるというふうに思う
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わけで、一遍に全部できないですよね。

そら多額の費用がかかりますので。しか

し、わずかな費用をもって道路拡幅が一

部はできると、歩道確保ができるという

ことになりますのでね。あと続けてやれ

るという見通しもつけてが一番いいんで

すけれども、当面、そういった可能な限

りのところはありますのでね、ぜひ、ひ

とつ真剣に取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。

　それから、市道千里丘２３号線の以西

の問題についてちょっと聞いたんですが、

その見通しはどうでしょうか、ご答弁な

かったので、お尋ねいたしたいと思いま

す。

　それから、正雀終末処理場の問題、本

当に吹田市さん、大阪府、今後、茨木市

も含めて取り組んでいかなきゃならない

と思いますので、頑張っていただきたい

と思います。とりわけ市の方の主張を強

くやっていただくということをお願いし

ておきたいと思います。

　それから、土木維持作業についても課

題ということで、頑張るということであ

りますので、お願いいたします。

　安威川ダムにつきまして、やはり橋下

知事は、大戸川ダムについてね、地元負

担金払えるかいということで、国の地元

負担をボイコットされた。うちは、そう

いうことはしないと思いますが、やはり

それぐらい期待の大きいこのダムである

ということを、再度、大阪府も認識して、

大阪府はダムを不要論じゃないと思うん

ですけども、必要だということを言いな

がらもですね、いつ大きな災害がやって

くるやわからないというような状況の中

で、やはり一日も早く下流市の暮らしの

安心を守るためにも必要ではないかとい

うことを強く、今後、引き続き主張して

いっていただきたいというふうに思いま

す。

　千里丘ガードの南交差点、間もなく開

通をいたしますので、その取り組みをしっ

かり取り組んでいただいて、せっかくい

いガードをつくっていただいてですね、

交通渋滞が解消しないようでは、やっぱ

りいけないと思いますので、最大限、可

能な限り、信号のあり方等もですね、交

差点改良も含めて取り組んでいただきた

いというふうに思います。

○山本靖一委員長　２３号線以西の答弁。

　中谷都市整備部長。

○中谷都市整備部長　市道２３号線の以

西はどうなっていくのかということなん

ですけども、この分につきましては、今

現在、吹田操車場跡地まちづくり構想の

中で区画整理を予定いたしております。

これが完成いたしますと、区画道路東西

線が、あそこのＪＲガードのちょうど上

で、１０．５メートルですりつけること

ができるというふうに考えております。

少し１０．５メートル、正確にまだ寸法

出てないんですけども、１０．５メート

ルに欠けるようであれば、隣接の民地を

買収していかなければならないというこ

とで、ことし、それらの調査費用という

ものをお願いいたしております。調査の

結果、もし必要であれば用地買収を進め

て、将来支障のないような買収を進めて

いきたいと考えております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　先ほどちょっと質問を漏

らしましたので、１点だけ。

　山口課長ね、この農業用水路の部分で、

今回工事予定もいかれてますね。これ現

場を見にきのう行きまして、どんな工事

をするんだろうと思って行ったんですが、

ここについては幅員が約２０センチの側

溝なんですね。深いのは約１メートル近

くあるんじゃないかと思うんですが、こ
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れについてね、これを埋めるということ

でありまして、それだけに四百何万も要

るのかなというふうに感じましてね。不

要の側溝については、そういった形をし

ていくんだということでありますが、そ

れなりの役目を果たしてるんじゃないか

というふうにも感じたんですけれど、再

度そこのとこだけお尋ねいたしたいと思

います。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　今、約１１０メー

トルございます。今現在、その用水側溝

から取りつけ管の布設が必要です。取り

つけ管が少ないですので、取りつけ管の

方に要る費用も含めまして、今回それだ

けの金額を計上させていただいておりま

す。

○山本靖一委員長　もう少し詳しく説明

できませんか。

○山口下水道管理課長　１１０メートル

ございまして、用水ですので、用水でし

たら上流から下流へ水流れますけども、

今回もう用水が不要となります。ですか

ら、今度は道路の側溝として道路の水を

取るために、今現在は雨水ますがござい

ませんので、雨水ますから本管の雨水管

に接続する取りつけ管等も必要となって

まいりますので、その費用を計上させて

いただいております。

○山本靖一委員長　原田委員。

○原田平委員　あそこにね、もう農地は

ほとんどないと思うんですね。そういう

ことで用水路は不要ということであろう

かというふうに思うんですが、確かに、

歩道のところにね、１メートル真っ角ぐ

らいのやつが東西にあります。それが管

渠いうんですか、水路の役目を果たして

いると思うんですね。そういうところで、

その水がこっちの鳥飼の方へ流れていく

と思うんですね、雨水等についてね。そ

ういう役目を果たしているところを、ふ

たしていってしまって、その雨水のね、

役目を果たせるのかなというような感じ

もいたしたんでね。まあ雨水管は入って

ると思うんですけれども、いわゆる側溝

は側溝の役目を果たしているんじゃない

かというふうに感じたので、あえて質問

いたしたんです。

　これは、ちょうどふれあいの里の、い

わゆる北側に同じく用水路がございます。

ここは約１メートル近くの水路でありま

して、これが用を果たしてるんですから、

ちょっとどうなのかなという感じをいた

したので、再度詳しく説明いただけたら

ありがたいと思います。

○山本靖一委員長　山口課長。

○山口下水道管理課長　今、委員さんが

鳥飼水路に流れていきますということで

したが、将来的には、すべて雨水は管渠

の方に落としますという形でありますの

で、今回その雨水の方に落とすという形

にしております。

　ただ、今おっしゃるとおりに、今でも

鳥飼用水路を残していくのは可能は可能

です。でも、将来的には雨水管に落とし

ていかなきゃいかんですので、取りつけ

管で雨水等に持っていくというように今

回考えております。よろしくお願いいた

します。

○山本靖一委員長　暫時休憩します。

（午後２時４９分　休憩）

（午後３時２０分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　野原委員。

○野原修委員　こんにちは。それでは、

数件質問をさせていただきます。

　まず１点目、予算書１５９ページ、市

営住宅定期調査委託料４２万円に関して

ご説明ください。

　２番目、予算書１５９ページ、味舌用
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水路改修委託料、これ先ほど南野委員も

原田委員も質問されまして重複するかと

思うんですが、ちょっと視点を変えたと

ころでご説明お願いしたいと思います。

　この市営住宅建替だよりの平成２０年

１２月号に、オール電化住宅に決定する

ことになりましたという形、１０月に実

施したアンケートによるという形で伝え

られております。このことに関しまして、

そのアンケートの内容と電磁波というの

か、オール電化ＩＨに対する考え方をお

聞かせ願いたいと思います。

　３点目、予算書６１ページ、自転車等

移動保管料に関しまして、これも先ほど

南野委員が質問されました。３７５万７，

０００円から３０３万３，０００円に減っ

た理由をお聞かせください。

　４番目、予算書１４５ページ、交通指

導業務委託料、これも先ほど南野委員も

質問されましたが、８０７万８，０００

円の内容をもう一度ご説明ください。

　続きまして、予算書１４５ページ、こ

れも先ほど南野委員と重複するんですが、

放置自転車等移動委託料の９４２万１，

０００円から１，０２０万にふえた理由

をお聞かせください。

　６番目、予算書１４５ページ、自転車

利用者指導委託料、平成１９年度は１，

３６３万７，０００円、平成２０年度が

１，９８５万、２１年度１，８７７万３，

０００円になっております、この理由を

お聞かせください。

　７番目、公共施設巡回バス停留所設置

委託料、これは先ほどからも質問に出て

おります。これの中でお聞きしたいのは、

バス停に雨をしのげるような形のものが

できるんかできないのか、その辺の用地

がどういう形で確保できるんかできない

のか、ということをお聞かせ願いたいと

思います。

　続きまして、８番目、予算概要８０ペー

ジの交通安全啓発事業、これは平成１９

年度に１１０万円、平成２０年度１７０

万円、これは小学校２校を統廃合で１７

０万になるようにお聞きしております。

２１年度また１７０万計上されてます。

その理由をお聞かせください。

　９番目、予算概要８８ページ、ＪＲ千

里丘駅西口エレベーター設置事業、交通

量調査委託料５０万円、この内容をお聞

かせください。

　１０番目、予算概要の８０ページ、道

路反射鏡点検保守委託料で、清掃４２万

円から６６万円にふえてる理由、お聞か

せください。

　１１番目、予算概要８０ページ、道路

反射鏡定期修繕事業、これが先ほどの南

野委員と重複しますが、９５０万。一応、

件数は先ほどお聞かせいただいたんです

が、この修繕取り替えという形になりま

した一応１０年を経過したものに関して

取り替えていくという形でしたが、取り

替えていく間に１０年経過してしまうん

じゃないかと思われるんですけど、その

辺の対策をどうとられてるんか、お聞か

せください。

　それと、１２番目、予算概要８２ペー

ジ、これも重複しますが、道路冠水警報

設備設計委託料３６０万円でありますが、

先ほどからお聞きして、千里丘ガードは

茨木土木事務所、また、うちの管轄では

４つあるうちの竹ノ鼻と坪井のガードと

いう形で、さっき原田委員も言われたよ

うな形で、設置する前に、この対策をど

うするかというような形、昨年度、竹ノ

鼻ガード、水道の本管の破裂という形で

浸かってしまうような状況、そのときに

は下水の機能を果たしてなかったという

形のとこで、その辺の対策をつける以前

に、どういう形にするか、また、先ほど
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藤井参事の方から言われた、一応１時間

に４８．５ミリですか、こういう形のも

のを基準として考えられてますが、今は

ゲリラ豪雨という形で１時間６０ミリは

当たり前で、池田市の方では１００ミリ

降られたようなこともあります。その辺

に対する取り組みというか、ほか２つに

関しましても、これは多分そちらの方で

優先順位をつけられて、まずは、とりあ

えず４つのうち２つという形はあろうか

と思いますが、この辺の考え方、お聞か

せください。

　１３番目、予算書１４７ページ、狭隘

道路整備助成金２，０００万円でありま

すが、この昨年度の実績、また事前協議

はどのぐらいなされて、申請が何件あっ

たか、またその辺のところをお聞かせ願

いたいと思います。

　１４番目、千里丘三島線道路改良事業、

これは原田委員も先ほど質問されまして、

藤井参事の方から補正予算をつけるぐら

いの形で頑張っていくんだというような

お答えもありましたが、頑張れるような

体制で本当に何年でやろうと思われてる

のか、また何人体制で取り組まれてるん

か、その辺をお聞かせ願いたいと思いま

す。

　１５番目、予算概要の８２ページ、保

険料で３２万５，０００円予算計上して

おります。これ平成１９年は１９万円で

すか、それから３２万５，０００円に２

０年度にありまして、本年も３２万５，

０００円になっております。その辺の内

容をお聞かせ願いたいと思います。

　１６番目としまして、予算概要の９０

ページ、淀川河川公園連絡協議会負担金

２万円、２１年はこれがなくなっており

ます。淀川河川公園に関しましては、本

市はこれから山もない、丘もないという

形のとこで淀川河川公園をどういう形で

活用していくかという大きな今、課題に

もなっております。そういうとこで負担

金がなくなってる理由をお聞かせくださ

い。

　１７番目としまして、予算概要の９２

ページ、花いっぱい活動助成事業、平成

２０年１１８万２，０００円、本年１１

４万６，０００円になっております。こ

の内容をお聞かせください。

　１８番目として、予算概要の９２ペー

ジ、公園遊具点検業務委託料１５０万円、

これは前年同額となっております。これ

はどういう内容で、どういう契約でまた

進んでいくのか、また１５０万円という

内容をお聞かせください。

　１９番目、予算概要の９２ページ、こ

れも先ほどからの質問と重複しますが、

公園遊具補修事業、修繕料としまして２

２５万円から６４０万円になっておりま

す。内容をもう一度ご説明ください。

　２０番目、予算概要９２ページ、公園

遊具取替事業、平成２０年度６００万円、

２１年度が８０７万５，０００円になっ

ております。これも先ほどと重複します

が、もう一度内容をご説明ください。

　それともう一点、都市公園契約、これ

は原田委員から以前からもずっと言われ

てた形で、単価契約から一般競争入札に

かわって、また本年どういう形で推移す

るのか、お聞かせください。

　以上です。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、野原

委員の１点目、２点目、それとオール電

化についての説明をご答弁申し上げます。

　予算書１５９ページ、市営住宅定期調

査委託料でございますけども、この委託

料につきましては、建築基準法第１２条

第１項に基づく定期報告でございまして、

市営一津屋第１団地、一津屋第２団地、
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それと鯵生野団地、合わせて３団地が来

年度、３年ごとに１回の調査でございま

す。その中身につきましては、定期報告

に要する調査、点検、図面作成、報告書

等でございます。

　次に、先ほどの味舌用水路改修委託料

のことでございますけども、これは先ほ

ど林参事もご答弁申し上げておりますけ

ども、平成２０年度当初予算で、味舌用

水路改修等実施設計ということで３１２

万組んでおります。これは、既に今年度、

神安土地改良区におきまして実施設計が

なされております。それの来年度、施工

を引き続き委託するものでございます。

中身につきましては、先ほど申し上げま

したとおり、ボックスカルバートの８０

センチ掛ける８０センチを、現在のプー

ルの擁壁を触らずにプールの敷地内で可

能な範囲、１７０メートルを一部つけ替

えて施工するものでございます。

　続きまして、新たに建てる市営住宅の

オール電化の採用のことでございますけ

ども、委員ご指摘のアンケートでござい

ます。このアンケートと採用に至った経

緯でございますけども、これは平成１９

年度に行いました基本設計では、台所の

熱源とおふろなどの給湯は都市ガスで考

えておりました。しかし、大阪府下の大

阪府営住宅や堺市営住宅でのオール電化

の導入実績や、また、基本設計の概要説

明を行いました昨年６月の建設常任委員

協議会でのご意見も踏まえまして、熱源

につきまして再検討した次第でございま

す。

　それで、導入に至った経過では、建て

替え対象団地の入居者の方が調理体験を

行った上で、１０月にアンケート調査を

行いました。その中身は、６６戸のうち、

賛成が５８戸、反対が２戸、どちらでも

よいが２戸、未回収が４戸と、圧倒的に

オール電化を望まれる結果でございまし

た。

　団地別で申し上げますと、鳥飼野々の

準耐火の方が１４世帯で回収が１３、未

回収が１と、オール電化賛成１１、どち

らでもよいが２でございます。鳥飼野々

の木造が１５世帯のうち回収が１３、未

回収が２、オール電化の賛成が１５世帯

のうち１３、電化反対はゼロです。先ほ

どの準耐火も電化反対はゼロでございま

した。鯵生野第１団地、世帯が１８世帯

で回収が１８、未回収がゼロと。その中

で、オール電化の賛成が１７、反対が１、

どちらでもよいがゼロですね。鯵生野第

２団地は、１９世帯のうち回収が１８、

未回収が１でございます。オール電化賛

成が１７、オール電化反対が１というこ

とで、トータルで６６世帯のうち、回収

６２、未回収４、オール電化に賛成が５

８と電化反対が２となっております。

　ただ、この２のうちのお１人は、ＩＨ

の調理器はええけども、部屋で鍋ができ

ないということを意見として書いておら

れましたです。ということで、もう圧倒

的にオール電化の採用ということで、結

局、実施設計ではそういう形で進めたわ

けでございます。

　このアンケートの中では、電磁波とか

については触れておりません。ただ、お

聞きしてる中では、調理体験の鳥飼野々

団地のときに入居者の方から「電磁波に

ついて」というご質問はあったようでご

ざいます。ただ、その中ではそのご質問

された方が「心配ないねん」というよう

なことを自分で述べられたということで

お聞きしております。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　千里丘駅西口エレ

ベーター設置事業の交通量調査の委託料

の内容ということでございますが、まず、
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ＪＲ千里丘駅のバリアフリー化について

でございますが、平成２０年８月に駅構

内のエスカレーターが運転開始されてお

ります。それから２０年の９月に同じく

駅構内のエレベーターが運転開始されて

おります。あと残るは千里丘駅西口構外

のエレベーターだけになるわけでござい

ますが、西口につきましては、本市の摂

津市交通バリアフリー基本構想では、平

成２２年度以降の整備に位置づけられて

おります。

　今回の交通量調査の内容につきまして

は、ＪＲ千里丘駅西口の高齢者や障害者

等を初め、エレベーターを必要とされて

いる方々の利用者の状況調査を実施しま

して、エレベーター設置に向けてＪＲ西

日本、あるいは大阪府等との協議を進め

てまいりたいと考えております。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、１

０番目の道路反射鏡の清掃業務が４２万

円の予算から６６万円になった内訳でご

ざいます。

　まず、４２万円のときの内訳で申し上

げますと、対象としておりました清掃箇

所は５４４か所を考えておりまして、１

基当たり７３０円に消費税掛けまして４

２万円の内容でございました。２１年度

としましては、先ほどからの質問でもお

答えしておりますように、ミラーの腐食

状況を点検さそうということで、この清

掃業務をそういうふうな専門業者に限っ

て発注しようということで、清掃をする

際に、当然その根元も点検できるであろ

うということを考えまして、１基当たり

１，２００円、対象基数を５５０基とい

うことを考えておりまして、６６万円の

予算にさせてもらったものでございます。

　ちなみに、これは安威川以南・以北を

二分割いたしまして、２年をもってすべ

てのカーブミラーを点検及び清掃しよう

と、こういう予定になっておるものでご

ざいます。

　続きまして、１１番目の道路反射鏡の

計画補修ということで９５０万円、先ほ

どの質問でもお答えしましたように、２

１年度は約６０か所を考えておりますと。

ただ、メーカーから言うておりますのは、

おおむね１０年は耐用年数ですよと。

　ご指摘のように、確かにこの予算で計

画的に、先ほどの説明で１０年以上経過

しておるやつが９００基ということで申

し上げました。その９００基を、例えば

この９５０万ぐらいの予算で、年間６０

基程度回っていっても、とても追いつく

ようなことではございません。たとえ１

０年やりましても６００基しかできませ

んので、やってる途中でまた１０年を超

えるではないかと、こういうようなご指

摘です。

　ただ、現実的には、存在しております

カーブミラーでは、長いもので３０年ほ

ど経過しておるやつもございます。順次

かえてはおりますけれども、そのために

先ほど申し上げました清掃と点検を、２

年に１回ですけれども、さすことにより

まして、維持的に鎖を途中でとめるペイ

ント補修なり等をやっていくということ

で、耐用年数を１０年と言ってるところ、

これはあくまでもメーカーなんですけど

も、それを少しでも長持ちにもっていか

すということも考えておりまして、現課

としましては、これぐらいの金額で回っ

ていけるんではなかろうかと、こういう

ふうに考えております。

　続きまして、１４番目の千里丘三島線

の対策といいますか、３億、千里丘三島

線につきましては１億で、どういうふう

な体制でやってるのかと。その体制で、

先ほど私言いましたように、補正予算を
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もってでも頑張っていきたいと、こう申

し上げました。

　ただ、今現在の体制で申し上げますと、

うちでは改良係というところに半ば片手

間のような形でさしておるのが現状でご

ざいます。専任としては、事務職であり

ます１名の人間がおるだけでございまし

て、以外の人間は技術職の係長であると

か、また担当参事であるとかいうことが

かかわっておるような現状でございます。

人員の要望も重ねておりまして、用地交

渉及び移転補償につきまして、それに対

して専任でできるような体制を取り組ん

でいって、初めて補正予算もお願いでき

るような状態になるのではないかなと、

こう考えております。

　それから、１５番目の管理瑕疵に対す

る保険、１９年度の１９万円と、それか

ら２０年度、２１年度が３２万５，００

０円、この内容の変更等についてのこと

でございますが、加盟しておりますのは

「全国市有物件」という保険に加盟して

おりまして、保険の種類といたしまして

は、Ａ型・Ｂ型・Ｃ型・Ｄ型・Ｅ型、こ

ういうふうな５段階に分かれております。

平成１８年まで私ども加盟しておりまし

たのは、保険金額としまして、身体賠償

１名につき２，０００万円、１事故につ

き１億円で、財物賠償が１事故につき１，

０００万円という保険に加盟しておりま

した。

　さきにも本会議で可決賜りました控訴

の事件といいますか、事故といいますか、

これが１８年に起こりまして、結果、訴

えられた金額が約１億円と。というふう

なことも踏まえまして、やはりそういう

ふうな態勢もとっておく、要するに事故っ

てどんなときに、どう起こるかわからな

い、そのときに掛けておくのが保険であ

るということから、段階的に１９年はＣ

型に切り上げました。この内容は、身体

賠償が１名につき３，０００万円、１事

故につき５億円、財物賠償が１事故につ

き１，０００万円ということで、先ほど

言うた内容で、Ｃ型ということで１９万

円の内容になっておるのが１９年度の内

容でございます。２０年度及び２１年度

につきましては、市有物件としましては

最高ランクになりますＥ型、これは身体

賠償が１名につき１億円、それから１事

故につき１０億円、財物賠償が１事故に

つき２，０００万円というような保険に

２０年度から加盟しておりまして、その

保険料が３２万５，０００円、この内容

になっておるものでございます。

　あと１３番の狭隘道路につきましては、

堀参事の方から答弁しますので、よろし

くお願いします。

○山本靖一委員長　堀参事。

○堀道路課参事　狭隘道路２，０００万

円、昨年度の実績と、それにおける事前

協議ということでございますが、狭隘道

路助成金申請行っていただく前に、まず

最初に建築確認を出される前に、摂津市

狭隘道路の拡幅整備等に関する要綱とい

うものがございまして、その規定の中で

事前協議をすることになっております。

これは道路課が対応していくことになっ

ております。この事前協議に当たって、

その中で施工の時期、施工方法など詳細

に協議するわけなんですが、あと管理の

方法、寄附されますか、それとも自主管

理されますかというケースも発生すると

思います。

　その中で、２０年度、今年度、狭隘道

路の事前協議した件数が１４件ございま

した。そのうち６件が助成の対象となっ

ております。そのうち、また５件が今回

までに助成金申請されてきたというケー

スになっております。その残り８件のケー
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スでございますが、残り８件のうちの３

件が店舗改装、住宅分譲という形で助成

の対象外となっております。そのほかに、

あと４件、これ道路を自分で側溝を整備

し、あと道路を管理していくという形の

ものが４件ございました。地形が堤防で

ありまして側溝を整備できないという形

のものが１件、この８件が事前協議を行

いましたうちの中で助成の対象とならな

かったものでございます。

○山本靖一委員長　早川参事。

○早川交通対策課参事　野原委員の交通

対策課にかかわる分の質問に対して答弁

をさせていただきます。

　まず、３番目、自転車移動保管料につ

きましてですが、過去の実績でいきます

と、返還台数が１７年が２，６５７台、

１８年が２，２２７台、１９年が１，５

４０台と、年々ちょっと減少傾向にあり

まして、ＪＲ千里丘駅東側の放置自転車

につきましても、ひどかったんでフォル

テ周辺に５００台以上とまっておったん

ですが、その撤去を６月から再開してお

りますが、一応、今現在も落ちついてお

りまして、ふえるという予想はできませ

んので、３５万７，０００円という減と

いう方向で考えております。

　４番目の交通指導業務委託料につきま

しては、平成１９年から複数年契約で、

伸和サービスというところの業者に委託

になっております。金額にしまして、年

間で８０７万７，２３０円になっており

まして、一応３年で複数年契約終わる予

定にしておりまして、来年度が一番最後

の年になる予定でございます。

　５番目、放置自転車移動委託料につき

ましては、今まで今年度までは１４５回

の移動保管を行っておりました。２１年

度につきましては、土曜日の月１回、１

２回ふえる予定になりまして、その分１

５７回になりまして、その分の金額がふ

えておりまして、予算的に１，１９９万

９，９７６円を予定しております。

　次、６番目、自転車指導委託料の減に

つきましては、昨年度、千里丘駅西側の

自転車駐輪場を整備しておりまして、そ

の分の仮設駐輪場及び自転車の路上にあ

ふれる分の放置自転車の整備を含めまし

て自転車の指導員の増を図っておりまし

たが、今年度、それが完成しております

ので、その分の減をとっております。

○山本靖一委員長　大砂参事。

○大砂土木下水道部参事　交通対策に係

りますご質問のうち７番目、８番目につ

いてお答え申し上げます。

　７番目、公共施設巡回バスのバス停に、

待合等の屋根の設置をできないかという

ことでございますが、道路上、または歩

道上のバス停については、通行の妨げに

なるということで、設置は困難であると

考えております。

　それから、各公共施設につきましても、

車両の出入りであるとか、例えば、公民

館であれば公民館まつり等、各施設の利

用形態の問題がありますので、設置は困

難であると考えております。

　ただ、休館日以外につきましては、各

施設内でお待ちいただくのも一案ではな

いかと思います。

　それからもう一点、交通安全啓発事業

の中で消耗品、平成１９年度１１０万の

予算でございました。平成２０年度、委

員のおっしゃいますとおり、小学校統廃

合に係る交通安全啓発の費用として１校

当たり３０万の２校、６０万の増額となっ

ております。

　それから、現在、小学校またＰＴＡ等

から通学路等に係ります要望等も多々出

されております。そういうった中で、教

育委員会と私ども交通対策課が財政課の
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方と協議をいたしまして、１校当たり６

万円、１０校で６０万の予算をつけてい

ただいてます。これにつきましては、通

学路等の、例えば「学童多し注意」とか

「通学路注意」とか、そういった巻きつ

け看板等の対応に使っていきたいと考え

ております。

○山本靖一委員長　宮川次長。

○宮川土木下水道部次長　質問番号１２

番の道路冠水警報設備設計委託料に係り

ます雨対応ということで、確かに、最近、

非常に予想外のゲリラ豪雨が実際に身近

に起きているという状況でございます。

豊中でも一昨年、昨年は高槻市域におき

ましても、やはり１００ミリに近い降雨

が記録されているというふうに伺ってお

ります。

　そのような中で、昨年の水道の竹ノ鼻

での水道管破裂に伴います竹ノ鼻ガード

冠水、これはやはり水道の吐出量と、そ

れから下水の施設の飲み込み量のバラン

ス、このあたりにもあったかと思います。

　もう一つは、やはりその排水口に絡み

ますごみ、ここらのことが原因で閉塞状

態も起こしてたのではないかと、こうい

う推測をします。そういうふうな形の中

では、今後、そういう施設の点検等もか

ねて、あるいは清掃も行っていかなけれ

ばならないかなと。

　あと、下水の雨の降雨計画ですが、こ

の分については時間降雨四十八点何がし

の降雨量を対象に下水道計画を立ててお

ります。これが、もしゲリラ降雨に対応

するだけの施設を考えようとしますと、

もう既に整備しております下水道施設、

これらすべてが問題になってまいります。

ですから、そういう状況下の中では、今

のところ、下水道整備につきましても１

００％には至っておりませんので、とり

あえず現計画をまず整備してまいりたい

と、このように考えております。よろし

くお願い申し上げます。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　野原委員の公

園みどり課に係ります１６番から２１番

までの質問に対して答弁させていただき

ます。

　まず、１６番目でございますけれど、

淀川河川公園連絡協議会、これ負担金が

なくなりましたということなんですけど、

淀川河川連絡協議会といいますのは、淀

川の自然環境や人とのかかわりを次世代

に引き継ぐための公園づくりを目指して、

会員相互の連絡を密にし、淀川河川公園

の整備及び円滑な管理運営を図ることを

目的としており、その事業内容にしまし

ては、淀川河川公園の整備及び管理運営

に係る各部並びに関係市町への総合的な

連絡調整に関することとなっております。

　それの協議会の規約は、平成２０年１

０月１６日に改正になりまして、もとも

とこの河川公園連絡協議会の負担金につ

きましては、平成１３年度から毎年、予

算は計上しているんですけれども、支払

いはゼロでございました。その関係で、

要するに負担金は取らないでおこうとい

う形で決まりました。

　その中と、もう一点は、この連絡協議

会の中で、基本的には各市町が集まって

会議を開くんですけれど、それも協議会

同様、幹事会ということで、各課長が集

まって、その中である程度決めていって

いいんではないかという形にも変わって

まいりました。特に、この連絡協議会に

関連します淀川河川公園、特に私どもの

鳥飼下地域にあります、要望しておりま

すグラウンドゴルフ場、あの関係につい

ても、この協議会の場所でも話していこ

うじゃないかという形になっております。

　それと、今回２１年度からは、この協
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議会も動き出そうと。といいますのは、

淀川河川公園の基本計画改定委員会が平

成１６年ぐらいから始まりまして、平成

２０年度の７月に一応改定案ができまし

た。そのときに、それをもとに一応整備

を進めていこうと。特に、淀川河川公園

のグラウンドゴルフ場については、平成

１２年度ぐらいから、もう２３年からや

るでということで始めてましたので、そ

れについて早急にやっぱり進めていくべ

きじゃないかというのも、国の方も考え

ていただいております。

　次に、１７番目の花いっぱい活動でご

ざいます。

　これは、対象は多くの市民の目に触れ

る場所に置いて、草花等を植栽するグルー

プに対して原材料費ですね、例えば草花

の苗、種、球根、それから堆肥、土、除

草剤、防虫剤を支給する事業でございま

して、現在、市内には３６団体ございま

す。平均しまして、やっぱり４万から５

万ぐらいのお金が各その団体にもって支

払いさせてもらっているのが現状でござ

います。

　この金額は、去年が１１８万２，００

０円で、ことし１１４万６，０００円い

うのは、これは３％の全体的な経費を抑

えていくという形の中で決められた額で

ございます。

　続きまして、公園遊具の定期点検でご

ざいます。

　この定期点検業務につきましては、一

応指名競争入札でもって６社を選びまし

て、それで入札を行ってまいります。そ

の業者の内容は、日本公園施設業協会の

団体に加盟している有資格業者でありま

して、専門的な知識を持つ同協会が認定

した公園施設製品安全管理士整備技士の

資格を持った方で、公園遊具の定期点検

を実施しております。

　その点検は、目視、触診、聴診、打診、

及び測定器を使用して劣化基準診断を行

います。その点検結果は、公園施設製品

安全管理士が判定基準用にＡ・Ｂ・Ｃ・

Ｄ、４段階の総合判定を下されて、その

判定のうちＡ・Ｂにつきましては問題あ

りませんが、Ｃ判定では修繕が必要であ

り、Ｄ判定では重要な部に異常が発生し

ており、また全体に劣化しておるいうこ

とで、至急対処が必要ということで、平

成２０年度にもこういう形で点検を行っ

たところにおいてはＤ判定の分について

は、すべて現在は撤去しております。

　続きまして、１９番目の公園遊具の補

修事業、この内容につきましては、この

２０年度の定期点検でもってＣランクに

位置づけられた遊具が約２００か所ほど

ございます。その遊具を３年計画でもっ

て修繕計画を立て、遊具での事故を未然

に防ぐための安全確認の推進に努めてま

いりたいと思います。そのために、一応、

従前は修繕費が２２５万円でありました

が、平成２１年は６４０万円と、約３倍

の額を計上いただいております。

　続きまして、２０番目の公園遊具取替

事業でございます。

　この公園遊具取替事業につきましては、

定期点検でＤランクに位置づけられた遊

具。その遊具のうち２０年度では、ふる

さと公園ほか８公園の遊具で、１０基の

遊具取り替え工事を実施いたしました。

残りの遊具については、安全領域不足の

遊具もありますが、また新たに要望があっ

たものもございます。

　２１年度の遊具取り替え工事は、まず

鳥山公園ほか４か所で、すべり台が５基、

いちょう公園ほか２か所で、ぶらんこが

３基、りんどう公園ほか１４か所で、前

後にスイングする遊具名「リンクミニ」

を１５基設置する費用として８０７万５，
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０００円を計上しております。

　最後の２１番目の都市公園の公園管理

委託料の分でございますけれども、一応、

今年度の発注については、一応単価契約

でもって実施しております。ただ、この

都市公園管理作業委託は、地元の要望を

十分に取り入れた中で、緊急性の要する

内容が多くございます。やはり費用対効

果も十分に考慮しながら、透明性も重要

でございますので、平成２１年度につい

ては競争入札で発注できる草刈り等の作

業については実施してまいりたいという

ふうな形で考えておりますので、よろし

くお願いいたします。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、再度質問させ

ていただきます。

　まず、市営住宅定期調査委託料４２万

円、これは理解できました。結構です。

　続きまして、市営住宅、新しくＩＨが

つくという形なんですけど、私もいろい

ろ、いろんなところで勉強させてもらっ

たら、今、電磁波というのが一つ大きな

問題になっております。今、子どもに白

血病がそういう形でできたり、癌がそう

いう新しくできたり、また痴呆という形

の影響も出るという可能性はあるという

形がいろんなところで発表されたりして

おります。

　また、日本では厚生労働省が電磁波過

敏症を病気として認定してませんが、電

磁波過敏症をスウェーデンとかデンマー

クでは、そういう病気として認定されて

保険が適用されているという、先進国で

はそういう事例も多く出ております。ま

た、アメリカでは、法律が厳しく基準が

設定され、電磁波から子どもを守ること

が最優先という形になっております。

　日本では、過去、今問題になっており

ますアスベストの問題などは、今は電磁

波に対してはそういう問題はないが、後

年、そういう形で出てくる可能性は多い

にあろうかと思います。民間では、そう

いう形の建築は許されても、公の施設を

つくるときに、そういうことをどんだけ

配慮できるかという形が今一番問われて

いるところではないかと思います。

　また、京都大学大学院工学研究所の荻

野晃也先生なども、詳しくいろんな形で

検証されて、いろんな形でこういう資料

なんかも出ております。そういう中で、

一応、建替えのときに、こういう電磁波

の被害というんか、そういう形に対して

の啓発というんか、お知らせをどういう

形でなされてアンケートをとられたかと

いうことを、ひとつお聞きしておきたい

と思います。

　あくまでも利用者の安全という形のと

ころで、選択されるのは利用者かもわか

りませんが、こういう危険性もあるとい

う形も一応提示した中で選択していただ

くという形も一つ大きな公の施設では必

要かと思いますんで、その辺の考え方を

お聞かせ願いたいと思います。

　３番目の自転車移動保管料に関しまし

て、これは今のご説明で理解ができまし

た。これは、昨年度からも、いろいろ委

員会の方でもお願いしたり、個々にお願

いしてるもんでありますが、今、南千里

丘開発が駅前等再開発特別委員会の方で

進んでおります。

　そのときに、放置自転車、過去、ＪＲ

千里丘の駅前でいろんな問題が出て、こ

れはもう過去、それこそ交通対策課の皆

さんが本当に日々苦労されて、いろんな

形で建て替えのときに土地を探されたり、

いろんな形で苦労されてるのはよく記憶

しております。その自分らのノウハウを、

きっちりと駅前等再開発特別委員会で今、

駐輪場をつくられようとしてるところに、
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そのノウハウを引き継がれてるのかどう

か。私が見る限り、駅北側の駐輪台数が

少なかったり、また原付の置き場は今あ

ろうかと思いますが、自動二輪とか、そ

ういう置き場があるのかどうか。また、

そういうことをきっちり、駅前等再開発

特別委員会の方にそういう情報交換、今

一番、市では要求をされております水平

連携という形の情報の共有化という形で、

本当にいいものを建てるという形の中で、

その辺がどうなされてるのか、お聞きし

たいと思います。

　それと、駐輪場のとこで青色防犯灯な

んかはつけれるんか、つけれないんか、

その辺も。これは管轄が違うんだったら、

また駅前等再開発特別委員会の方でやっ

てもらうんですけど、交通対策の方とし

てどういう考えをお持ちか、お聞きした

いと思います。

　それと、交通指導業務委託料、これに

関しましては、複数年契約で値段も下がっ

てという一定の努力をされて今回こうい

う形になって、本年が最後という形で、

昼からは青パト業務という形で各教育施

設を回られてるという形は過去にお聞き

しておりますが、よりこの連携を強めた

形で、道路瑕疵とか、そういう形のもの

にも注意を図った中での連携を図ってい

ただけるように、これはお願いとしてお

きます。

　続きまして、放置自転車等移動委託料

で、今まで１４５回の撤去で、やっと念

願の、今までお願いしてた分で、土曜日

１回ふえるという形はなりましたが、今、

シルバー人材センターの方が４時までお

られるときは、千里丘のＪＲの西口の話

なんですが、きれいですけど、おられな

いそれ以降の時間、また日曜日なんかは、

ひどい状況にあります。やはりこれは土

曜日１回と言わず、いろんな兼ね合いも

あろうかと思いますが、日曜日という形

の時間もふやした形で、ゲリラ的にやっ

ぱしそういう撤去と、マナーを守っても

らうという意識づけをやっていただきた

いと思います。

　今までは駐輪場がないんで、そういう

撤去もできなかったという一つのお答え

があったんですが、今、第１駐輪場もで

き、その稼働率も１００％ではないよう

にお聞きしております。そういう中で、

やっぱし放置自転車というのは、摂津の

駅前は顔であります。そこは今、大阪市

でもいろんな問題になっております。そ

ういう中で、やはり市民に啓発していく

というのは、やっぱし撤去という形をゲ

リラ的にやっていって、そういうことを

戒めていっていただきたいと思います。

　６番目の自転車利用指導委託料、これ

は理解できました。結構です。

　７番のバス停に関しましても一定理解

はできましたが、できれば施設の、今前

にしかないですけど、ほか公園とか、そ

ういうところにある場合に、やはり雨が

しのげるとか、何かそういう形で、せっ

かくの公共施設を回るという市民が一番

利用していただけるという形で、そうい

う突然の雨とか、そういうのをしのげる

という形のとこで、道路が狭いというい

ろんな形はあろうかと思いますが、公園

の近くとか、その辺のとこでもしそうい

うスペースがとれるようなことがあれば、

とっていただきたいと、これはまた今後、

検討していただきたいということを要望

しておきます。

　続きまして、交通安全啓発事業のとこ

でありますが、今いろんな取り組みをな

されて、教育委員会とやられていると今

お聞きしました。

　一つ、これは確認というんか、今やは

り自転車のマナーがすごく悪いという形
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のとこで、小学校なんかでは今そういう

自転車のマナー向上という形で、自転車

許可証というんか、免許証という形の取

り組みをなされてると思うんですが、そ

の辺の兼ね合いはどうなってるのか、そ

れに関してお聞かせ願いたいと思います。

　それと、続きまして西口エレベーター

設置なんですけど、これもやはり今まで

要望、要望という形でやってきましたが、

２２年度以降しかいろんな形で進まない

という形で、昨年度から計画変更なり、

いろんな形を取り組まれてるんですけど、

やっと一歩進んだいう形で、具体的にＪ

Ｒの方に、こういう形で自由通路ではな

いんですよと、おたくの利用されてるお

客というんか、そういう方が、これほど

おられるから、おたくも真剣に考えてく

ださいというような形で、これをＪＲ側

に提供できるような資料を、この調査で、

調査をされる意図かと思うんですけど、

その辺の考え方をもう一度確認させてく

ださい。

　続きまして、道路反射鏡点検に関しま

しては、今ご説明で一定理解いたしまし

た。

　今、過去からちょっとお聞きしてる基

礎の部分というんか、そこに今、塩ビな

んかでやって、おしっこ防止というか、

おしっこしないでくださいみたいな呼び

かけをされてますが、あれも一つの延命

措置かと思うんですけど、あれが今どの

ぐらいのパーセンテージで進んでるんか、

また、あれにすることによっての効果と

弊害というんか。あれをやってしまえば、

腐食部分が見えないとかいうこともお聞

きしてるんですけど、あれをやることに

よって、やはり飼い主のマナーもちょっ

とは向上してるんか、その辺はなかなか

難しいところで、そちらで把握はできな

いかと思いますが、わかる範囲で、もし

お答えいただけるんだったら答えていた

だきたいと思います。

　冠水に関しましては、先ほどからお聞

きしてるんで結構なんです。だから、下

水の処理能力を上回ってしまった竹ノ鼻

の前回の水道の破裂事故というのはお聞

きしましたが、今、次長の方が言われま

したような形の、やっぱしその排水する

とこの清掃というんか、その辺の形も、

通常、正規にできるような排水能力があ

るような形を絶えず、そういう点検にし

ていただきたいと、これもお願いしてお

きます。

　続きまして、狭隘道路整備助成金に関

しましてでありますが、今、事前協議が

１４件あって、６件が申請されたという

形で、８件の形が申請の要綱を満たなかっ

たというようにお聞きしました。本年度

も２，０００万という形で、何とかそう

いう摂津の道が通りやすいというんか、

救急車、消防車が入れるような形、また

市民の皆さんが使いやすいような道路に

なるための取り組みで、昨年から始めら

れてきました。なかなか難しいところは

あろうかと思いますが、何とかこの毎年

上げた２，０００万が満額使われるよう

な形の、これは取り組みをお願いしてお

きたいと思います。

　続きまして、千里丘三島線道路改良事

業の千里丘三島線が１億で正雀が２億に

関しまして、今、藤井参事の方からのお

答えで、専任は１名しかないという形で

お聞きしました。これもう南千里丘がま

ちびらき、来年できます。また、十三高

槻線もそういう形で進んでくる中で、本

当にこの時期に合わせて、これ昨年でし

たかね、部長にお聞きしたときに、最短

でも６年ぐらいはかかるだろうというお

答えだったんですが、これを本当にもっ

と早い時期というんか、早い状況にもっ
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ていくのには、この人数で、いろんな全

体的なバランスもあろうかと思いますが、

やはり最優先にやっぱし取り組まないと

いけない事業やと思いますんで。

　ここで１名を２名、３名にするという

のは簡単にお答えできる話ではないかと

思うんですけど、心意気だけではなかな

かできない部分で、実際、本当にこれを

何年で仕上げると言える形になれば、過

去のいろんな状況も皆さんはよくご存じ

のとこで、何名体制ぐらいで、本当にど

うやってやっていかないと何年に仕上が

らないという形は、その辺のノウハウは

お持ちやと思いますんで、これを部長の

方から、これを何名ぐらいで、何年ぐら

いで仕上げたいという決意のほどをお聞

かせ願いたいと思います。

　それと、保険料、今Ｅランクで一応最

高のもので、道路瑕疵という形のもので

やっているということをお聞きしました。

　道路瑕疵に関しましては、平成１９年

のときに土木下水道部が全体で目視とい

う形で全市を確認されたと思います。２

０年度はどういう形の取り組みをされた

か、また２１年に対してはどういう取り

組みをされるんか、その辺をお聞かせ願

いたいと思います。

　続きまして、淀川河川公園連絡協議会

に関しましては、理解できましたんで結

構です。

　続きまして、花いっぱい活動助成事業、

これは一応３％カット、一律という形で

減ったというご答弁だったと思いますが、

これやはりその辺でも、この事業という

のは、やっぱり市民に憩いを与えるとか

いう形の大切な部分で、ほんでまた、こ

れは産業振興課がやってるような農地の

とこにコスモスを植えたり、また、当市

ではガランドの親水のところの花いっぱ

い運動なんかも進めてる中での、その辺

の連携をどうとられているのか、お聞か

せ願いたいと思います。

　それと、公園遊具委託料１５０万円、

これ入札で行っておられるという形なん

です。これ多分、判定基準は一緒だとは

思うんですが、入札業者がかわったとき

に、その会社によって、若干その見る人

間が判定するときにＣランクがＤランク

になったり、ＣランクがＢランクになっ

たりというような形は、当然マニュアル

があって、ないとは思うんですけど、そ

の辺の確認徹底はされてるんかどうか、

お聞かせください。

　続きまして、公園遊具補修事業に関し

ましては、これは２００か所を３年かけ

てやっていくという形なんで、これも一

応３年で２００か所という形ですけど、

これが年を重ねれば、今までＢランクが

またＣランクになったりという形もあろ

うかと思います。そういった意味で、市

独自の修繕に対する基準というんか、そ

ういうのを今後つくられるんか、それと

も、あくまでもこの遊具を検査する、そ

この業者の基準に合わせてしまうんかと

いうことをお聞きしておきたいと思いま

す。

　取替事業に関しましては、今いろんな

形で地元の要望を聞きながらという話も

あります。さっき南野委員も言われてま

したような、子どもに対する遊具という

ことも必要かと思いますが、高齢者に対

する健康遊具という形も、これはやっぱ

り公園を子どもだけじゃなくて、やはり

高齢者の方も活用してもらって、介護予

防という視点のところで健康遊具なんか

も進めていくような取り組みをどうなさ

れてるんか、お聞かせください。

　最後に、都市公園の契約で、一応は競

争入札という形で、そのときに合ったよ

うな単価契約を今後も進めていくという
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形で、これは効率的な費用対効果という

形の中での取り組みを今後ともお願いし

ておきます。

　以上です。

○山本靖一委員長　大砂参事。

○大砂土木下水道部参事　野原委員の２

回目の質問で、南千里丘に係ります分に

つきましてご答弁申し上げます。

　南千里丘まちびらきを控えまして、放

置自転車を発生させないということで、

駐輪場につきましては、交通対策課と担

当課と協議をいたしまして、最低目標と

して自転車１，２００台、原付１２０台

確保いうことを最低目標をいたしており

ます。現在、駐輪場予定地につきまして

は分散いたしておりますが、最低目標以

上の台数を確保するということで協議を

進めておるところでございます。

　それから、ご指摘のございました阪急

京都線北側の駐輪台数の不足でございま

すけれども、私どもといたしましても、

北側の駐輪台数が不足してるということ

で考えております。これにつきましても、

担当課と共通認識の中で、北側での用地

確保をお願いいたしたところでございま

す。

　もう一点、原付、要するに５０ＣＣを

超えるバイクでございますけれども、最

近、大阪市内等含めまして、駐輪施設が

ないということで非常に問題になってお

ります。摂津市では、今回、昨年できま

した千里丘駅西自転車駐車場の方には数

台の確保はしておりますけれども、今後、

やはり必要ではないかと考えております。

　もう一点、青色蛍光灯についてでござ

いますけれども、以前、防犯対策の面か

ら有効であるということで、南摂津の駐

輪場の方に青色蛍光灯を設置いたしてお

ります。南千里丘につきましては、環境

に配慮したまちと、また景観の中で、い

ろいろな規制があるとも聞いております。

一度担当課と協議、検討をしてみたいと

思います。よろしくお願いします。

○山本靖一委員長　早川参事。

○早川交通対策課参事　８番目の２回目

の小学生の免許についてご答弁させてい

ただきます。

　小学生の免許証につきましては、市内

１０校、小学３年生を対象に行っており

まして、摂津警察、教育委員会、摂津市

交通安全推進協議会と連携を行って取り

組んでおりまして、免許証につきまして

は、摂津市交通安全推進協議会の補助金

の中から免許証の方を作成しております。

　自転車のマナーにつきましては、春、

秋の交通安全運動におきまして、摂津高

校、摂津三中、三宅柳田小学校、摂津警

察とも連携いたしまして、自転車指導及

び通学路の安全啓発等も行っております。

○山本靖一委員長　長野次長。

○長野都市整備部次長　それでは、野原

委員のオール電化にかかわりますＩＨ調

理器の電磁波についてにご答弁申し上げ

ます。

　先ほどの１回目の私の答弁で、アンケー

トに至る経緯でもう少し補足したいと思

うんですけども、建て替え事業は、本市

の場合、いわゆる法定建て替え、現地建

て替えではございません。それで、非現

地建て替えで任意建て替えでございます。

その中で、法定建て替えであっても、そ

の中でも入居者の意見をよく反映するよ

うに努めなければならないこととしたも

のであると、この点については衆参両建

設委員会の附帯決議でも触れられている

ところであるということで書かれており

ます。法定建て替えでもこれがあって、

なおかつ任意建て替えになると、なお一

層その入居者の意見を反映して事業を進

めないことには、全然違う生活圏にかわっ
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ていただくことになることになりますの

で、その辺を含めてアンケート調査をし

たということでございます。

　電磁波についてのことでございますけ

ども、電磁波につきまして、今、既に鳥

飼の団地なんかではＩＨ調理器を使われ

てる方もおられます、既に。いろいろ私

ども調べたんですけども、電磁波につき

ましては、電気が流れたり、電波の飛び

交うところには必ず何らかの電磁波が存

在しているとのことでありますと。ＩＨ

調理器に限らず、ヘアドライヤー、電気

掃除機、テレビなど身近な家電製品でも

電磁波は発生しているものと認識してお

ります。

　その中で、単位が磁界の大きさをあら

わす単位「ミリガウス」というようであ

りますけども、ＩＨクッキングヒーター

が本体前面から３０センチ離れて３０ミ

リガウス、蛍光灯スタンドが２０ミリガ

ウス、これも同じく蛍光灯から３０セン

チ離れてです。テレビが同じく３０セン

チ離れて２０ミリガウス、掃除機が２０

０ミリガウス、これも３０センチ離れて

ですね。ヘアドライヤーが本体から３セ

ンチでしますと５００ミリガウスと、あ

えてそのＩＨクッキングヒーターだけが

飛び抜けて大きいということではないと

認識しております。

　それと、世界保健機構（ＷＨＯ）が示

しております「環境保健基準６９」、ちょっ

と古いんですけど、昭和６２年の見解と

しましては、５，０００ミリガウス以下

では、いかなる生物学的影響も認められ

ないと書かれておりますので、こういっ

たことから入居者の健康に影響を与える

ことはないと判断しております。

○山本靖一委員長　新留課長。

○新留都市計画課長　野原委員の２回目

のご質問に答弁させていただきます。

　ＪＲ千里丘駅西口エレベーター設置事

業の交通量調査を実施し、ＪＲへの考え

方をということでございますが、西口の

エレベーターを必要とされている利用者

の実態を把握しまして、実際の数値を示

しまして、ＪＲ西日本への働きかけ、ま

た、協力を今後求めていきたいと考えて

おります。

○山本靖一委員長　野畑参事。

○野畑土木下水道部参事　野原委員の公

園みどり課に係ります２回目の質問にご

答弁させていただきます。

　まず、１７番目の花いっぱい活動につ

いてでございますけれど、産業振興課が

行っておる花と緑の景観事業、摂津市花

と緑の補助金交付要綱がございます。こ

れの内容につきましては、農地の保全と

減反対策であり、田んぼに花を植える時

期と米をつくる時期がちょうど重なるか

ら、その分に対しての補助金を出してい

くという考え方の事業で。

　ただ、二次的には花いっぱい活動に貢

献されています。といいますのは、コス

モス、ヒマワリ、それからナデシコです

かね、この花がきれいに咲いて、やっぱ

り道行く人がそれを見て、それと、それ

を自由に取ることもできますし、その辺

の形はありますので、これは一応連携は

とれてるんじゃないかなという考えをい

たしております。

　もう一点のガランド親水水路の緑化会

の名前がガランド美化会、これが今年度

から緑化推進連絡会の中に入られてまし

て、私の方から、今年度は要するに花いっ

ぱい活動の活動の助成を行っております。

　内容は、まずマリーゴールドを１００

株とベゴニアを５６株、それと肥料とし

ましてバークミンを４袋、これを一応支

給しております。そういうような形で、

これも一応連携はとれていると思ってお
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ります。

　続きまして、１８番目の遊具の定期点

検の分で、確かに入札業者というのはか

わる可能性がございます。その中におい

て、Ｃ判定であったものがＤ判定になる

可能性は、これは出てまいります。とい

いますのは、やっぱり遊具も１年たちま

すと、やっぱり劣化もしてまいります。

そういうような形の中で、やっぱり多少

そういうような形で動いておりますので、

その分については、一応そこは認めてい

かなければいけないんじゃないかなとい

うのは考えております。

　それと、遊具の補修について、これに

つきまして、一応市独自の修繕の基準は

持ってるかということでありますけど、

あくまでも遊具については国の方からの

指導がございまして、国の指導が主に日

本公園施設業協会の中の、要するにそう

いう基準になってきております。その辺

の形から、やっぱり国の基準に従ってい

くのが正しいんじゃないかという考え方

持ってまして、やっぱり専門業者が出し

た判定に対しては、やっぱり尊重してい

かなきゃいけないというように考えてお

ります。

　２０番目の遊具の取り替え工事につき

まして、高齢者の方の健康遊具ですね、

前々から聞いておりますけれど、これに

つきましても、ある自治会なんかでも行

きますと、やっぱり遊具の据えてる、例

えばちびっこ広場でしたら、かなり面積

的に小さい面積でございまして、前あっ

た遊具がなかなかつけれない場合もござ

います。それの中で、それと利用者にお

きましても、やっぱり高齢者の方も来て

るねんということで、背伸ばしベンチと

か、ぶら下がり健康器、その辺の要望を

されてる自治会もございます。そんな形

で、一応私とこの方も、こういう遊具が

ありますよいうときに、そういう高齢者

の例えば健康遊具も一緒にパンフレット

を持ってうかがいに上がった中で、これ

も考えてもらえませんかというような形

で、一応地元の方は回っていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

○山本靖一委員長　藤井参事。

○藤井土木下水道部参事　それでは、野

原委員の２回目の質問ですが、１０番目

のカーブミラーの、犬のおしっこ対策と

いいますか、塩ビガードをしておるわけ

でして、そのパーセントはどれぐらいか

と、その効果の検証はということですが、

これは平成１５年から摂津市域を２０ブ

ロックに分けまして、試験的に一ブロッ

ク、せめて１個はつけていこうじゃない

かということで始めたものでございます。

今現在でついておりますは、市設置で約

２５基程度で、開発によるカーブミラー

設置につきましては、もう義務づけてお

りまして、それが約２５基程度で、トー

タルですけども、正確な数字はまだつか

んではおりませんけども、５０基程度あ

るのではないかと。カーブミラーそのも

のは、すべてで約１，１００基ございま

すが、ただ、その中に電柱等の添加物も

含まれております。ですので、パーセン

トと言いましても正確には申し上げられ

ませんけども、五、六％程度しかござい

ません。

　先ほど言いました修繕業務の計画修繕

業務ですね、２１年度、６０基を予定し

ております。これにつきまして、支柱部

分にはすべてつけていくことを考えてお

ります。

　続きまして、それに対する検証、これ

は一番困りますのはやっぱり腐食で、塩

ビとミラーとの間にも、やっぱりすき間

がございまして、怖いのはおしっこでは
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なくて雨水。どういうふうにやってるか

と言いますと、要するにコーキングを上

にやりまして、水が入らないようには一

応しております。下部におきましては、

下に入り込ませて周りモルタルでかため

まして、そういう対策で外からの犬のお

しっこも防ぎ、雨水も入らないような対

策は講じてます。このことにつきまして

も、先ほど申し上げました点検業務の中

で、上のコーキング状態も含めて点検し

ていきたいと、こう思っております。た

だ、今現在では、まだそのコーキングを

取って塩ビをめくり上げて中の状況まで

は点検した経過はございません。

　続きまして、１５番目の管理瑕疵保険

につきまして、平成１８年に起こった道

路管理瑕疵から、この管理瑕疵につきま

しては、千里丘東で起こった、トラック

が地中の中の陥没いうか、空洞化によっ

てトラックが陥没したということ。管理

瑕疵を受けまして、平成１９年度に土木

下水道部挙げまして道路の状況をすべて

点検して、状況を少しでも早く把握しよ

うということをやりました。

　２０年度におきましては、カーブミラー

の先ほど言いましたように、職員の手に

よりまして、すべての状況を点検させた

結果、２１年度から計画的にカーブミラー

を補修するという予算を計上した経過が

ございます。２１年度につきましては、

ちょっと隔年になりまして、また２１年

度は道路の点検を予定しております。

○山本靖一委員長　粟屋部長。

○粟屋土木下水道部長　それでは、ご質

問をいただいております千里丘三島線道

路改良事業の事業期間と人員というご質

問でございますけども、以前ご答弁で申

し上げておりますのが、平成１９年度を

初年度といたしまして、６年間程度必要

であると考えておりますというご答弁申

し上げたかと思います。その中で、１年

目、２年目につきましては、設計委託な

り用地測量と、ほんで３年目、４年目で

用地買収、最後の５年目、６年目で工事

というふうなスケジュールを申し上げた

と記憶しております。

　延長が大体１６５メートル程度ござい

ます。それで、今までの進捗状況でござ

いますけども、平成１９年度におきまし

ては、道路の整備の実施計画、これを行っ

ております。２０年度では、用地買収の

ための用地測量、これも実施しておりま

す。新年度、２１年度の予算計上といた

しましては、一部用地測量の未実施がご

ざいますので、その分の費用、それと移

転補償費、また公社にお願いしまして用

地買収ということでございます。

　今後の考え方でございますけども、当

初申し上げましたように、用地買収で私

どもは２年程度かかるんじゃないかと。

また、工事につきましても、現道プラス

拡幅部分での施工となりますので、片側

ずつしかできないだろうと。それを考え

ますと、先ほど申し上げました１６５メー

トルあれば、やっぱり２年程度かかるん

かなというふうに考えております。

　ただ、２２年春には南千里丘のまちづ

くり、新駅完成、また２１年、ことしに

は千里丘ガードの２車線供用ということ

で、一日も早い事業終了が望まれるわけ

でございますので、いかにして用地買収、

これを早く買収し切れるか、これにかかっ

ていると思っております。用地買収がで

きれば、あとはもう自動的に工事に入っ

ていけると。

　また、考え方ですけども、１００％用

地買収が終わってから工事着手するのか、

部分的にもしていくのかいうのを、今後

これを判断してまいらないかんというふ

うに考えております。
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　そうしたことで、スケジュールにつき

ましては、先ほど藤井参事も申し上げて

ますように、補正してでも用地買収をやっ

ぱり早く進めていく、こういう意気込み

で進めていきたいと。それによって事業

完了時期が早くなるというふうに、これ

は精力的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

　そのために、体制はどうなるんだ、人

員の話でございます。これは今現在、さっ

きご答弁申し上げてますように、用地関

係でございますので、事務職員１名、今

専任職員がおります。私どもの考えでは、

用地の買収期間、今のスケジュールでは

２年見込んでおりますけども、この間は、

やっぱり１人では交渉ごとできませんか

ら、やっぱり２名体制をひきたいと、こ

のように考えております。用地買収が終

われば、もうあとは工事でございますの

で、技術職員、ほかの事業のボリューム

とあわせて、１名必要なのか、現行の職

員でいけるかいうのは、そのときの判断

になろうか思います。

　ということで、とりあえず２１年度、

２２年度の用地買収取得に向けましては、

これはやはり優先的に人員もう１名もお

願いしてまいりたい、このように考えて

おるところでございます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　それでは、最後の質問さ

せていただきます。１点だけ質問させて

いただきます。

　今の電磁波の問題なんですが、これ三

重新聞に載っております、幼稚園で電気

調理器を入れたところ、電磁波が心配と

いうことで、一部ガスコンロにかわった

という新聞報道なんですが、ガスを使う

より電気の方が環境によいという形で使

い始めたが、開園直後に調理員が電磁波

を理由に頭痛を訴えたという、そういう

新聞報道であります。

　ここにＷＨＯの、これは讀賣新聞に出

ておる報道でありますが、疑わしきは回

避を示す、世界保健機構（ＷＨＯ）「疑

わしきは回避せよ」という予防原則、欧

州では、予防原則は環境施策の主流にな

りつつあるが、政府、産業界と国民との

間の正確な情報の共有がそれを支えてい

る。わずかなリスクも、知らなければ防

ぎようがない。ＷＨＯの予防原則を踏ま

え、政府は国民が納得できる情報の提供

に努めるべきだと報道されております。

　この思いをもって、やっぱし公の施設

を建てるときには、やはり今の長野次長

の答弁いただきましたような形で、建て

替えという形で住民の意思はそこに尊重、

一番尊重されるべきかと思いますが、こ

の辺の情報開示という形に対して、どの

ような形で開示されたか、必要以上に怖

がる心配はないのかもわかりませんが、

やはり公として、これは示すべきところ

はきっちりと示していかなければだめだ

と思うんです。そういう思いに対して、

最後もう一度、申しわけないですけど、

部長の方からその思いをご答弁いただけ

たらと思います。

○山本靖一委員長　中谷部長。

○中谷都市整備部長　今、野原委員がおっ

しゃったのは、市営住宅の熱源が主なこ

とだと思うんですけども、熱源といいま

すと、やっぱり都市ガス、プロパンガス、

それから電気というふうに大きく分けら

れると思うんですね。電気のリスク、電

磁波がございます。しかし、一方、都市

ガスやプロパンガスといって、火を使う

ということになれば、かなり火災の可能

性が出てくると。全国でも、火の消し忘

れで油に燃え移り火災になったというの

は多々例があると思うんですね。

　最終的にどのリスクを市営住宅に当て
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はめるのか、それからもう一つは、これ

からずっと入居者の方は、ガスにしたら

ガス代、プロパンガスなり、電気でした

ら電気代のランニングコストをずっと負

担していただくと。このアンケートの中

で、もうほとんど大多数の方が電気とい

うふうに、そういう負担をしていただく

方が電気という意思表示をされた中で、

いろんなリスク等を我々は勘案いたした

中でオール電化という選択をさせていた

だきましたので、どうぞご理解いただき

ますように、よろしくお願い申し上げま

す。

○山本靖一委員長　情報開示のやり方を

きちっとしてきたかということを問われ

てるんですよ。一番肝心なところ答えて

ください。

○中谷都市整備部長　情報開示につきま

しては、電磁波という話なんですけども、

これは説明会の中でも電磁波の話は出て

おりました。それから、オール電化の説

明、現場を実体験していただく中でも説

明はさせていただいております。

　ただ、それを具体的にどこまでやった

か、そこを理解されてるかということを

言われましたら、別にそれに対してアン

ケート調査しておりませんし、ちょっと

我々の方としては把握しかねております。

○山本靖一委員長　質問者の趣旨はね、

この電磁波の問題について、市が持って

いる情報を、この方たちにどういうふう

に伝えてきたか、それと同時に、これか

らもどういうふうに伝えていくかという

ことを聞かれていますから、その２点に

ついて答えてください。

　暫時休憩します。

（午後４時４２分　休憩）

（午後４時４３分　再開）

○山本靖一委員長　再開します。

　中谷部長。

○中谷都市整備部長　再度お答えいたし

ます。

　今後、新しい住宅に入居していただく

現在の市営住宅の入居者に対しましては、

市が持っております電磁波に関する、障

害等の分につきましては、情報を提供し

てまいりたいと、順次してまいりたいと

思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○山本靖一委員長　野原委員。

○野原修委員　はい、結構です。

○山本靖一委員長　ほかに質問はありま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本靖一委員長　以上で質疑を終わり、

きょうは、これで散会します。

（午後４時４４分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

建設常任委員長 山 本 靖 一

建設常任委員  野 原 　 修
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